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株式会社不成立の場合における発起人の責任
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む

す

び

論

は

し

'11' 

き

発
起
人
の
法
律
上
の
地
伎
を
い
か
に
解
す
ベ
ぎ
か
に
つ
い
て
、
従
来
、
種
々
の
理
論
構
成
が
試
み
ら
れ
た
。
か
つ
て
は
、
個
人
法
的
立
場
か
ら
諸
説
が
展

開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
当
事
者
の
意
思
に
適
せ
ず
、
か
つ
矛
盾
な
く
説
明
す
る
も
の
と
は
い
い
難
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
発
起
人
の
地
位
を
団
体
注
的
立
場

か
ら
考
察
し
て
、
会
社
の
設
立
過
程
を
発
展
的
に
把
え
、
株
式
会
社
の
成
立
以
前
に
お
い
て
も
そ
の
前
身
た
る
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
認
め
、
発
起
人
を

そ
の
機
関
と
解
す
べ
を
旨
を
主
張
し
て
、
実
態
に
即
し
た
構
成
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
同
一
性
説
が
通
説
と
な
っ
て
か
ら
、
既
に
か
な
り
の

時
が
経
過
し
て
い
る
。

私
も
基
本
的
に
は
同
一
一
位
説
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
同
一
性
説
を
検
討
す
る
と
き
に
、
な
お
問
題
と
す
る
余
地
が
皆
無
と
は
い
い
難
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
と
に
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
法
律
関
係
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
思
う
に
、
従
来
の
か
か
る
見
解
は
、
一
一
聞
に
お
い
て
、
団
体
法
的
考
察
に
充
分
徹
底
し
て
い
な
い
と
と
も
に
、
他
面
、
発
起
人
の
有
す
る
個
人
法

上
の
地
位
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
遡
及
的
に
否
定
し
、
す
べ
て
を
発
起

人
個
人
の
権
利
義
務
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
後
者
は
、
株
式
引
受
の
取
引
行
為
的
性
質
を
無
視
す
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

も
う
と
も
、
会
社
が
不
成
立
に
終
る
よ
う
な
事
例
は
実
際
上
は
殆
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
に
つ
い
て
考
察
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す
る
こ
と
は
実
益
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
を
検
封
し
よ
う
と
企
て
た
の
は
、
会
社
の
設
立
過
程
が
こ
の

よ
う
な
異
常
な
事
態
に
直
面
し
た
場
合
に
お
け
る
法
律
関
係
を
、
発
起
人
の
責
任
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
設
立
中
の
会
社
の
性
質
な
い

し
発
起
人
の
地
位
を
か
え
っ
て
明
確
に
把
握
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
を
執
筆
し
た
の
は
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
そ
の
骨
子
を
昭
和
三
十
一
年
の
秋
の
日
本
私
法
学
会
第
十
八
回
大
会
の
商
法

部
会
に
お
い
て
発
表
し
た
(
4
誠弁抱一一
r)。
し
か
し
木
稿
は
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
爾
来
、
こ
れ
を
全
面
的
に
雪
c
改
め
た
い
と
考
え
て
来
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
時
間
的
、
そ
の
他
諸
般
の
事
情
に
、
手
一
冗
に
文
献
が
充
分
に
存
し
な
い
こ
と
を
も
加
え
て
、
部
分
的
な
加
筆
に
と
ど
ま
ら
、
ぎ
る
を
え
な
か
っ

た
。
さ
り
と
て
、
近
い
将
来
に
は
、
根
本
的
に
考
え
直
す
余
裕
も
期
待
し
難
い
の
で
、
恥
ず
か
し
き
を
忍
ん
で
、
ま
こ
と
に
稚
拙
な
試
論
の
ま
ま
、
F

」
れ
を

発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
特
に
法
人
理
論
の
問
題
等
は
、
ラ
イ
フ
・
ワ

l
ク
と
し
て
、
い
ず
れ
か
の
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。
な
お
、
発
起
人
の
権
限
の
問

題
は
本
稿
よ
り
は
ず
し
て
、
他
の
問
題
と
共
に
、
「
発
起
人
の
契
約
」
と
し
て
北
大
法
学
論
集
一
二
巻
一
号
に
発
表
し
た
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

第
一
章

発

起

人

の

地

位

に

関

す

る

従

来

の

学

説

第
一
節

個
人
法
的
立
場
に
立
つ
も
の

特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
非
常
に
議
論
せ
ら
れ
た
。

発
起
人
の
法
律
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
従
来

そ
れ
は
主

大
陸
法

(1) 

と
し
て
、
発
起
人
が
な
し
た
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
よ
っ
て
株
式
引
受
人
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
し
て
生
じ
た
権
利
義

務
が
、
会
社
の
成
立
後
、

乙
れ
に
帰
属
す
る
法
律
関
係
を
説
明
す
る
た
め

種
々
の
理
論
構
成
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
設
立
中
の
会
社

を
認
め
な
い
と
乙
ろ
の
個
人
法
的
立
場
に
立
つ
も
の
と

ζ

れ
を
認
め
る
団
体
法
的
立
場
に
立
つ
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。

か
つ
て
は
、
個
人
法
的
立
場
か
ら
諸
説
が
展
開
さ
れ
た
。
即
ち
、
川

発
起
人
を
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
会
社
の
事
務
管
理
者
と
解
す
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説

る
事
務
管
理
説
、
同

発
起
人
が
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
会

発
起
人
を
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
会
社
の
代
理
人
と
解
す
る
代
理
説
、
村

社
の
た
め
に
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
を
締
結
す
る
と
解
す
る
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
、

(ニ)

発
起
人
が
法
に
よ
り
設
立
に
必

論

要
と
認
め
ら
れ
る
行
為
に
よ
っ
て
取
得
す
る
権
利
義
務
は
、
会
社
成
立
と
同
時
に
会
社
が
法
律
上
当
然
に
取
得
す
る
も
の
と
な
す
法
律
上

当
然
の
取
得
説
、
同

株
式
引
受
に
よ
り
会
社
の
設
立
を
目
的
と
す
る
組
合
に
加
入
し
、
会
社
が
成
立
す
る
と
、
株
式
引
受
に
よ
り
生
じ

る
組
合
の
権
利
は
擬
制
的
譲
渡
に
よ
り
会
社
の
権
利
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
擬
制
的
譲
渡
説
、
又
は
、
付

株
式
引
受
人
に
対
し
て
有
す
る
権
利
は
、
会
社
の
成
立
に
よ
り

株
式
引
受
に
よ
り
発
起
人
が

と
れ
に
法
律
上
の
承
継
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る
法
律
上
の
承
継
説
等
、

多
様
の
学
説
が
主
張
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
律
上
当
然
と
い
い
、
擬
制
的
譲
渡
と
い
い
、

又
は
法
律
上
の
承
継
と
い
う
の
み
で
は
、

な
ん
ら
理
論
的
な
説
明
に

は
な
ら
ず
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
も
、
第
三
者
た
る
会
社
が
成
立
す
る
た
め
に
は
株
式
引
受
契
約
よ
り
生
じ
る
権
利
が
必
要
で

あ
り
、
第
三
者
た
る
会
社
の
権
利
と
会
社
の
成
立
と
が
相
互
に
因
果
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
論
理
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
諸
説
は
い
ず
れ
も
、
発
起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
義
務
が
成
立
し
た
会
社
に
帰
属

す
る
法
律
関
係
を
、
既
存
の
個
人
法
上
の
観
念
に
よ
っ
て
構
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
意
思
に
適
合
せ
ず
、

問
題
と
な
る
一
切
の
権
利
義
務
に
つ
き
必
ず
し
も
統
一
的
に
矛
盾
な
く
完
全
に
説
明
す
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。

か
つ
、

こ
れ
ら
の
諸
説
が
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
を
実
態
に
即
し
て
円
滑
に
説
明
す
る
た
め
に
、
会
社
成
立
前
に
お
け
る
そ
の
前
身
の
法
的
存

在
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
団
体
的
法
律
関
係
、

こ
と
に
会
社
設
立
に
関
す
る
法
律
関
係
が

一
般
の
取
引
的
法
律
関
係
に
対

し
て
有
す
る
特
殊
性
を
充
分
に
理
解
し
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
会
社
は
国
家
の
法
人
格
賦
与
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
と

す
る
古
い
法
人
擬
制
説
的
な
考
え
方
が
根
底
に
存
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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回
口
L10-向。
nzu
∞
E
p
u
s
s
w
∞
-NN町
内
・
ガ

i
ラ
イ
ス
は
、
権
利
は
発
起
人
の
な
す
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
よ
り

会
社
に
直
接
帰
属
す
る
が
、
義
務
は
会
社
の
債
務
引
受
に
よ
り
ζ
れ
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
問
2
2
L
W
O
S
H
N
R
r
H
仏
R
K
J
n円一
g
m
m
E一一
mn宮
内
R
P

N
E
E出
-u]{∞吋印
w
∞
-
N品
ω・

凶
当
ぽ
口
。
♂
豆
町
町
江
口
『
門
巳
口
問
門
{
巾
吋
〉
E

B
出向田町
-
Z
E同
H
E
E
L
-目
C
Z
E
2
2
3ロ
言
。
円
HEnrr岳
u
N
C
F
E
-
E
w
ω
・
臼
・

間

当

5
P
H
W円。同件。
E
Z
E
N
E
B
-山
2
7
H
乱
。
『
〉
rtmロ〈
2
2ロク

N出
HF
回(]・∞
w
∞
-NUFu
』
D
-
q
w
O
E
M
N
R
Z
ι
2
〉円片岡ぬ口問。
z
一
一
回
与
え
S
F

N
U岡
山
"
ロ
チ

HHω
・
ω印
N・同・
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説

刷
戸
田
宮
口
(
Y
N
出

F
切
門
]
・
ア

ω・
8H-

m
F
m凶
g
z
w
巳・同・

0
・
w∞-
E
N
C・

附
こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
す
る
個
別
的
な
批
判
は
、
田
中
「
発
起
人
責
任
論
」
合
名
会
社
社
員
責
任
論
所
収
三
六
二
頁
以
下
、
同
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻

ご
四
六
頁
以
下
、
片
山
・
株
式
会
社
法
論
三
三

O
頁
以
下
、
野
津
「
株
式
引
受
論
」
法
協
四
六
巻
九
号
一
六
五
七
頁
以
下
、
石
井
等
・
註
解
株
式
会
社
法

第
一
巻
一
六
一
頁
以
下
、
開

2
R
P
F
g
g
n
-合
g
g
B
B
R
n
F回一
g
u
F
F
S印
H
w

ロ
S
印

N
N
2
2
Z・
等
に
詳
し
い
。
も
っ
と
も
、
未
だ
存
在
し
て
い

江
い
者
の
た
め
に
す
る
事
務
管
理
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
者
の
た
め
に
す
る
代
理
と
い
う
観
念
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

論

し
か
し
以
上
の
諸
説
に
も
、
示
唆
に
富
ん
だ
注
目
す
べ
き
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
ο

例
え
ば
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
発
起
人
は
、

自
ら
企
画
し
た
企
業
に
参
加
し
た
者
に
対
し
て
、
予
想
さ
れ
た
通
り
の
会
社
を
成
立
せ
し
む
べ
き
義
務
を
負
い
、
設
立
計
画
に
つ
い
て
の

み
な
ら
ず
、
企
業
の
収
益
性
及
び
確
実
性
に
つ
い
て
も
、
発
起
人
に
過
失
の
あ
る
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

(2) 
株
式
引
受
の
性
質
は
、
団
体
法
的
立
場
か
ら
こ
れ
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
株
式
引
受
は
同
時
に
か
か
る
取
引
行
為
的
な
面
を

も
有
す
る
こ
と
を
、
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
ヴ
ィ

l
ナ
I
は
、
株
式
会
社
に
お
い
て
は
資
本
の
み
が
信
用
を
獲
得
し
、
す
べ
て
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
が

独
立
し
た
法
主
体
(
巾
5
8
-
z
gロ
門
出

m
g
問
。
ロ
『
仲
間
出
口
げ
す
宮
)
と
し
て
そ
の
固
有
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
の
は
資
本
を
有
し
て
い
る
乙
と
に

よ
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
は
そ
の
存
在
中
そ
の
資
本
を
第
三
者
に
公
示
す
る
乙
と
を
要
す
る
。
従
っ
て
、
株
式
会
社
は
登
記
さ
れ
る

ま
で
は
存
在
せ
ず
、
発
起
人
は
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
を
自
己
の
行
為
と
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
り
、

第
二
項
(
門
川
内
糊
一
時
十
当
時
純
一
期
一
五
、
)
の
規
定
す
る
会
社
成
立
前
に

旧
ド
イ
ツ
商
法
第
二
一
一
条

(
従
っ
て
、
資
本
を
公
示
す
る
た
め
に
登
記
が
な
さ
れ
る
前
に
)
会
社

が
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
会
社
の
名
で
行
為
し
た
者
の
責
任
は
、
詐
称
さ
れ
た
授
権
者
に
代
っ
て
履
行
す
べ
き
責
任
で
あ
る
と

す
る
。
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会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
の
性
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
責
任
財

か
か
る
独
立
し
た
法
主
体
の
存
在
と
、

産
の
公
示
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(3) (2) (1) 

krcm円
ゲ

E
H
Y
P
P
0・
wω
・
旧
日
印
u

戸
川
島
出

E
Y
F
P

。-wω
品
N
H
-

〉

EHgnru
国
・
問
。
-wω
・巴
2
・

ヨ
S
F
白・同・。

-
h
-
R
E
R
ロ・義・

。)

更
に
以
上
の
諸
説
も
、
勿
論
、
株
式
会
社
が
登
記
に
よ
っ
て
卒
然
と
し
て
発
生
す
る
も
の
と
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

り
会
社
の
設
立
経
過
を
発
展
的
に
考
察
し
よ
う
と
試
み
て
は
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
発
起
人
相
互
の
聞
に
‘

ス
は
更
に
株
式
引
受
人

の
聞
に
会
社
の
設
立
を
目
的
と
す
る
組
合
の
存
在
を
認
め
、
発
起
人
の
な
す
株
式
引
受
の
勧
誘
の
う
ち
に
乙
の
組
合
契
約
の
申
込
が
存
し
、

株式会社不成立の場合における発起人の責任

株
式
引
受
人
は
株
式
引
受
に
よ
り
申
込
ま
れ
た
組
合
に
加
入
し
、

そ
れ
と
同
時
に
後
の
加
入
者
に
対
す
る
申
込
人
と
な
る
と
し
て
、
発
起

人
と
株
式
引
受
人
と
の
聞
の
み
な
ら
ず
、
株
式
引
受
人
相
互
の
聞
に
も
組
合
契
約
が
結
ぼ
れ
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
成
立
す

べ
き
会
社
と
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
前
身
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
成
立
と
同
時
に
組
合
は
目
的
の
達
成
に
よ

り
消
滅
し
、
組
合
の
権
利
は
擬
制
的
譲
渡
に
よ
り
会
社
の
権
利
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
。

会
社
は

登
記
さ
れ
る
ま
で
は
対
外
的
に
は
存
在
し
な
い
が

会
社
の
創
立
(
何
司
王
MHEm)
前
に
既
に
利
益
共
同
体

一
部
に
は

(の

2
5ロ田口「阻止
Lm
乙
E
2
2目
白
戸
。

ι
-
F
z
s
g
g
4何
吋
ゲ
田
口
仏
)
が
存
在
し
、
会
社
契
約
(
の
gm-r与
え
Z
2
3
E
m
)
の
締
結
に
よ
り
会
社
が

利
益
共
同
体
は
、
組
合

3
2
5ぽ
)
で
も
社
団

(
F
2
8
2
2
5
5
)
で
も
な
い
、

契
約
的
に
結
合
し

創
立
さ
れ
る
と

内
部
的
に
は

た
集
合
体
(
冨
m
r
F
e
Z
2手
回
忌
)
と
な
り
、

そ
れ
は
不
完
全
な
法
人
?
と
宮
古
江
田
正
岳
町
一
司
2
8ロ
)
で
あ
っ
て
、

第
三
者
に
対
し
て
は

権
利
義
務
を
取
得
せ
ず
、
訴
訟
能
力
も
な
い
が
、
会
社
の
社
員
及
び
機
関
に
対
す
る
関
係
で
は
既
に
有
効
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
解
し

や

は
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説

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
、
結
局
、
創
立
に
よ
り
内
部
的
に
存
在
し
て
い
る
団
体
と
登
記
に
よ
り
成
立
す
る
会
社
と
の
聞
に
は
同

一
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
後
者
は
前
者
の
承
継
者
(
見

2
r
zロ
RZC]mmHE)
と
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

論

ま
た
、
設
立
中
の
会
社
注
目
立
ロ
回

E
E
m
z
m
H民
巾
口
問
〉
ロ
丘
町
ロ
話
5
5
0仏・円同~白山口門回目円開口
z
s
r
g
m
g唱
民

g
m
〉
n
t
g
Z
H
σ
-
Eロ
ロ
ぬ
)

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
者
も
お
り
、
さ
ら
に
設
立
中
の
会
社
(
岳
0
5
仏
日
開
口

z
z
r
g
m
z
mロ
R
B巾
〉

EHEmEn--凹
nr阻
止
)
の
名
で

取
立
て
る
発
起
人
に
株
式
引
受
人
が
株
金
を
支
払
え
ば
株
式
会
社
に
対
し
て
払
込
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
と
す
る
者
も
い
た
が
、

そ
れ
ら
も
ま
た
、
会
社
の
前
身
の
存
在
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

(5) (4) (3) (2) (1) 

項目立
p
p
m
-
。
-wω
・
N

Z
】

c
-
f
u
p
m・
o-wω
・印日
N
R
・

見
百
四

u
p
p
。
-u
∞-
N
吋∞同
-wHV222ロ
ロ
・
司
o
n
r
B日
5
・
白
・
白
。
-w
∞・
4
m
v
z
・
2ω
・

同NEmw
白・問・0・
uω
・
N吋匂-

mゆロ
m
E
Y
m
-
出・

0
・w

∞-
u
∞AW
F

ヨ
2
2釦
-ω
・0・
uω
・
お
同
・

日
本
法

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
影
響
の
も
と
に
、
種
々
の
見
解
が
唱
え
ら
れ
、
古
く
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契

約
説
が
主
張
さ
れ
た
が
、
法
律
上
当
然
の
取
得
説
が
支
配
的
な
見
解
と
な
っ
て
い
た
。
即
ち
、
多
く
は
、
発
起
人
が
会
社
の
設
立
に
必
要

な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
義
務
は
、
会
社
の
成
立
に
よ
り
法
律
上
当
然
に
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
な
す
が
、
岡
野
博
士
は
、
発

起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
よ
っ
て
一
旦
発
起
人
に
対
し
て
生
じ
た
権
利
義
務
が
、
会
社
に
移
転
す
る
の
で
は
な
く

て
、
会
社
設
立
の
た
め
に
な
す
発
起
人
の
行
為
に
附
さ
れ
た
法
律
上
の
効
果
に
よ
り
、
直
接
会
社
に
対
し
て
当
然
生
じ
る
も
の
と
す
む
日

松
本
博
士
は
、
発
起
人
が
会
社
に
対
し
て
取
得
す
る
特
別
利
益
ま
た
は
報
酬
を
受
け
る
権
利
、
株
式
引
受
人
が
会
社
に
対
し
て
取
得
す
る

株
主
た
る
権
利
義
務
の
ご
と
き
、
発
起
人
ま
た
は
株
式
引
受
人
の
会
社
設
立
行
為
に
よ
っ
て
会
社
に
対
し
て
取
得
し
た
権
利
義
務
と
、
株
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金
の
払
込
を
受
け
、

ま
た
は
払
込
金
を
銀
行
に
寄
託
す
る
等
の
ご
と
き
、

会
社
の
設
立
事
務
の
執
行
上
必
要
な
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て

発
起
人
が
取
得
し
た
権
利
義
務
と
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
会
社
の
成
立
に
よ
り
法
律
上
当
然
に
会
社
に
承
継
さ
れ
る
も
の
と
す
る

が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
契
約
に
よ
り
一
旦
発
起
人
に
対
し
て
生
じ
た
権
利
義
務
を
取
得
す
る
の
で
は
な
く
て
.
会
社
設
立
行
為

の
当
然
の
効
果
と
し
て
株
式
引
受
人
ま
た
は
発
起
人
と
会
社
と
の
聞
の
法
律
関
係
が
直
接
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
に
も
難
点
が
あ
り
、

ま
た
、
法
律
上
当
然
と
い
い
、

ま
た
は
会
社
設
立
行
為
の
当
然
の
効
果

と
い
う
の
み
で
は
、
充
分
な
説
明
と
は
い
い
難
い
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

凶
士
山
田
・
日
本
商
法
論
会
社
上
巻
一
六
一
二
一
良
以
下
、
ご
四
人
頁
以
下
及
び
三
ご
四
頁
以
下
、
青
木
・
会
社
法
論
ご
三
六
頁
及
び
ご
六

O
頁
、
大
判
明
治
三

六
・
三
・
一

O
民
録
ご
九
九
頁
。

凶
松
波
・
日
本
会
社
法
四
五

O
頁
、
柳
川
・
改
正
商
法
論
綱
一
三
八
頁
、
鳥
賀
陽
・
会
社
法
一
六
ご
頁
以
下
、
片
山
・
株
式
会
社
法
論
三
ゴ
二
頁
以
下
、

同
・
会
社
法
原
論
三
四
七
頁
、
大
判
明
治
四
コ
了
二
一
-
一
一
三
民
録
一
六
輯
九
八
ご
頁
、
同
・
大
正
一
一
・
六
・
一
四
民
集
一
巻
六
号
士
二

O
頁
、
悶
・

昭
和
ご
・
七
・
四
民
集
六
巻
九
号
四
ご
入
頁
。
も
ツ
と
も
、
明
治
四
三
年
の
大
審
院
判
決
は
「
発
起
団
体
ハ
会
社
ノ
前
身
ナ
レ
ハ
其
発
起
ノ
為
メ
ニ
生
シ

タ
ル
権
利
義
務
ハ
会
社
カ
成
立
シ
且
之
ヲ
承
認
シ
安
ル
ト
キ
ハ
成
立
シ
タ
ル
会
社
ニ
承
継
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
其
性
質
上
当
然
ナ
ジ
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
同

一
性
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
大
判
明
治
四
一
・
三
・
ご

O
民
録
一
四
輯
三
ご

O
頁
を
引
用
し
て
い
る
点
等
か
ち
す
れ
ば
、
や
は

り
法
律
上
当
然
の
取
得
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

間
関
野
・
会
社
法
講
義
案
二
二
ニ
頁
。

凶
松
本
・
会
社
法
講
義
ご
七

O
頁
、
同
・
日
本
会
社
法
論
一
六
八
頁
以
下
、
同
「
会
社
設
立
行
為
性
質
論
」
私
法
論
文
集
所
収
九
ご
九
頁
。
も
っ
と
も
、

松
本
博
士
は
、
の
ち
に
は
、
発
起
人
は
会
社
の
前
身
た
る
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
な

し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
の
効
果
は
会
社
成
立
の
上
は
当
然
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
(
註
釈
株
式
会
社
法
三
四
頁
、
日
本
会
社
法
論
一
一
一
一
頁
及

び
一
六
八
頁
)
。

会
社
不
成
立
の
場
合
の
法
律
関
係

以
上
の
諸
説
は
、
会
社
設
立
論
な
い
し
発
起
人
責
任
論
を
詳
細

K
論
じ
て
い
る
も
の
も
、

北法 12(2・55)183 



説

会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。

ド
イ
ツ
に
お

そ
の
理
由
は
、

い
て
は

一
つ
に
は
わ
が
国
と
異
な
り
こ
の
点
に
関
す
る
規
定
が
存
し
な
い
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
根
本
的
理
由
は
、
発

論

起
人
の
地
位
を
法
律
的
に
い
か
に
解
す
る
か
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

発
起
人
の
地
位
を
個
人
法
的
に
理
解
す
る
以
上
の
諸
説
に
よ
れ
ば
、
発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
行
な
う
諸
行
為
に
よ
っ
て
、
株
式

引
受
人
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
γ

に
対
し
て
生
ず
る
権
利
義
務
で
、
発
起
人
以
外
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
は
な
い
乙
と
に
な
る
か
ら
、
説
明

を
要
す
る
の
は
か
か
る
権
利
義
務
が
成
立
し
た
会
社
に
い
か
に
し
て
帰
属
す
る
に
至
る
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、

会
社
不
成
立
の
場
合
に
発

起
人
が
全
責
任
を
負
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
設
立
費
用
も
当
然
発
起
人
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
故
、
会
社
不
成
立
の

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
株
式
引
受
人

(N巳

nzm吋
)
は
設
立
費
用
を
負
担
す
る
乙
と
を
要
し
な
い
と
と
、
ま
た
は
会
社

不
成
立
の
場
合
に
は
利
害
関
係
人
は
未
だ
効
力
を
生
じ
な
い
契
約
の
当
事
者
の
関
係
に
あ
る
こ
バ
等
を
注
意
的
に
述
べ
る
ほ
か
、
特
に
論

場
合
に
つ
い
て
は
、

じ
て
お
ら
な
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
商
法
第
一
九
四
条
(
理
主
紳
主
)
は
当
然
の
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
項
は
、
発
起
人
が
右

の
責
任
を
連
帯
し
て
負
担
す
べ
き
旨
を
定
め
た
点
に
意
義
が
あ
り
、
第
二
項
も
、
株
式
引
受
人
も
設
立
費
用
を
負
担
す
べ
き
か
の
疑
い
を

除
く
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

山
松
本
博
士
が
、
発
起
人
が
会
社
の
設
立
事
務
の
執
行
上
必
要
な
行
為
に
よ
り
て
取
得
す
る
権
利
義
務
と
区
別
し
て
、
会
社
設
立
行
為
に
よ
ヴ
て
会
社
に

対
し
て
直
接
生
じ
る
も
の
と
す
る
権
利
義
務
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
本
来
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
に
怠
る
。
岡
野
博
士
の
よ
う
に
両
者
を
区
別
し

な
い
と
き
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
発
起
人
が
全
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
は
、
し
か
く
当
然
の
こ
と
と
は
云
え
な
い
。
岡
野
博
士
は
、
会
社
不
成
立
の

場
合
に
発
起
人
が
負
担
す
べ
き
責
任
を
商
法
の
規
定
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
へ
会
社
法
講
義
案
一
一
ニ
ハ
頁
)
。

凶

包

括
L
-
P
0・u
ω
-
N
N
∞
"
項
目
日
♂

F
P
C
-
w
∞
-E-
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間

当

E
R
田・同・

9.ω
・
8.

制
志
田
・
前
掲
書
一
五
六
頁
、
柳
川
・
前
掲
書
一
五
五
頁
以
下
、
烏
賀
陽
・
前
掲
書
三
ご
一
二
頁
、
片
山
・
株
式
会
社
法
論
三
六
一
頁
以
下
、
同
・
会
社
法

原
論
三
六
一
頁
以
下
、
松
本
・
日
本
会
社
法
論
一
七
六
頁
以
下
、
同
・
商
法
改
正
法
評
論
五
五
頁
以
下
。
設
立
費
用
に
つ
き
、
東
京
控
判
昭
和
八
・
一
了

一ニ

O
新
聞
三
六
六
一
一
号
一
八
頁
。

第

節

団
体
法
的
立
場
に
立
つ
も
の

大
陸
法

(1) 

以
上
の
よ
う
な
個
人
法
的
立
場
に
立
つ
見
解
に
対
し
て
、

ギ
1
ル
ケ
は
、

法
人
は
国
家
の
法
人
格
賦
与
に
よ
り

こ
れ
に
よ
り
法
的
存
在
を
承
認
さ
れ
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
法
人
実
在
説
を
主
張
し
、

に
立
っ
て
、
個
人
法

(
H
E
E
E白
r-mnrH)
と
団
体
法
(
社
会
法
、

ωon-回一
znZ)
と
の
区
別
を
強
調
し
、

創
造
さ
れ
る
の
で
は
な
く

か
か
る
基
礎

株
式
会
社
の
設
立
経
過
を
団
体

株式会社不成立の場合における発起人の責任

乙
れ
を
統
一
的
・
発
展
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち

一
般
に
社
団
設
立
の
た
め
に
そ
の
基
礎
に
存
す
る

法
的
立
場
か
ら
考
察
し

一
面
に
お
い
て
は
契
約
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
が
、

同
時
に
そ
れ
は
全
体
と
し
て
社
団
を
設
立
す
る
統
一
的
な
法
律
行

法
律
行
為
は

為
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

こ
の
創
造
的
な
社
団
設
立
行
為
は
一
方
的
合
同
行
為
(
巳
ロ
巾
5
回
目

E
m
R
O白
E
B
S
E
)
で
あ
っ
て
契
約

と
は
異
な
り
、
個
人
法
上
に
は
そ
の
類
型
(
〈
O
H
E
L
)

を
有
し
な
い
社
会
法
上
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
乙
の
設
立
行
為
は
社
団

の
成
立
に
よ
っ
て
完
成
す
る
に
至
る
発
展
的
な
統
一
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、

し
ば
し
ば
設
立
段
階
に
長
期
間
を
要
し
、

こ
の
設
立
経
過
中

既
に
社
団
的
規
範

(
g
q
R
2
E
E
R
Z
Z
2
5
3
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
が
完
成
し
た
社
団
(
缶
四

F
E官
同
苛
日
以
内
ロ
ロ

EP)
を
認
め
る
場
合
に
は
設
立
中
の
社
団
(
岳
町
巧

Rrロ
骨

社
団
の
成
立
以
前
に
そ
の
前
生
(
〈

2rrg)

そ
れ
の
有
す
自
然
人
の
胎
児
に
対
比
さ
れ
る
地
位

2
2
n
g
F
3
5
r
N
E仲
間
口
仏
)
が
法
的

効
力
を
有
す
る
ζ

と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
社
団
の
内
部
関
係
を
規
整
す
る
法
規
は
ζ

の
胎
児
の
段
階
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
お
げ

同
官
官
g
n
r阻
止
)
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
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説

か
く
し
て
ギ
I
ル
ケ
は
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
も
そ
の
前
生
を
認
め
、
こ
れ
を
権
利
能
力
の
な
い
社
団
(
〈
2
2
5
。
r
s
岡
山

R
F
Z
E
r
-
m
a

zzJで
あ
る
と
し
て
、
補
充
的
に
民
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
株
式
引
受
の
性
質
を
、
発
起
人
と
株
式
引

論

受
人
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
る
将
来
の
株
式
会
社
と
い
う
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
社
員
と
な
る
行
為
(
切
2
Z
E
m
-

と
い
う
両
面
を
有
す
る
も
の
と
解
し
.

ロロぬ印
OHF]山口』ロ
mv

発
起
人
を
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
は
解
し
て
い
な

開』ロぬ口町内凶凸同河口口ぬ出向付同)

し、

円目白
zznr白河巾ロゲ仲間
w

唱】「巾
nrE口
問
]
戸
∞
∞
吋
ゆ
]
戸
]
{
仏
民
・
ロ
-
H叶
AH
R
W
0
2
2
5
0・

川

0
・
〈
・
の
2Hrmw
己
目
。
。
2
2
8
5口}出向
Z
H
r
g巴
白
ロ
ロ
円
山
岳
四

同)白戸
HanvgHU凶川町山同門
ENrf]F∞叫ん
Y

∞
仏
・
ゲ

ω-AE凶合同・ロ・日
ωhHR・

問
。
・
〈
-
E
2
r
w
c
g
g∞
m
E口r
t
z
r
g
コP
ω
-
H
U
N
R
w
U
2
2
-
v
o
w
-川氏〈え
H
E
Z
W
出
牛

-
r
ω
・お∞・

ω

0
・〈・

2
ω
H
r
p
のめロ
CEBω
与
え
Z
P
O
O
H
-
P
ω
-
H陰
口
-HU印同・

凶
。
・
〈
・

2
2
r
p
〈

2
町一ロ白

crロ白河町口
r
z
p
E
m
r
E
E口「仏
O
B
D
2
2
月

R
Z
P
巴。
Nwω
・叶
w〉ロ
B
-
N
同-
E・
ω・品。・

同

0
・〈
-
C
E
H
r
P
C
B
S
2
5与
え
zrmCHFω-HNAH
〉ロ
B
-
N
E
-
∞
-HUU
〉ロ
5
・
N
ロ
R
m
m
g
p
H
M
E〈印片岡
o
n
z
w
ω
-
E印
〉
ロ
ヨ
・
臼

レ
1
7
ン
も
、
個
人
法
と
団
体
法
(
社
会
法
)
と
の
区
別
を
認
め
、

設
立
経
過
(
何
丘
三
岳
g
m佐
2
m
g∞
)
を
統
一
的
・
費
展
的
に
把
握
し
、

定
款
の
確
定
K
始
ま
り
法
人
格
の
取
得
に
終
る
株
式
会
社
の

(2) 

法
人
格
の
取
得
に
先
だ
っ
て
、
会
社
の
人
的
基
礎
百

2
8
5ロ・

2
Z
R
R
)
た
る
社
団
(
〈
2
2ロ
)
が
創
造
さ
れ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

会
社
の
成
立
前
に

そ
の
前
身
、
即
ち
成
立
し
た

会
社
と
同
一
性
を
有
す
る
設
立
中
の
会
社
(
耳
R
L
E骨
。
L・
g
g
n
r
g号
〉
r
t
g
m
g
n
}
-
R
E
F
-口
開
口
宮
仲
間
宮
口
m
z
m巳
再
出
口
刊
の
2
0日「

田
口
「
阻
止
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
レ

1
7
ン
は

発
起
人
は
会
社
の
創
立
者
(
同
5
2
2
2
w
F
E
1
2
)
と
し
て
個
人
法
上
の
地
位
を
有

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず

す
る
と
共
に

右
の
ご
と
き
設
立
中
の
会
社
の
機
関
(
。
ぉ
自
)
と
し
て
団
体
法
上
の
地
位
を
有
す
る
も
の
と
な
し
、

そ
の
た
め
、
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説

(3) 

こ
の
よ
う
に
レ
I
マ
ン
は
、
株
式
会
社
の
設
立
経
過
を
団
体
法
的
な
立
場
か
ら
発
展
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
が
、
ま
だ
充
分
に

徹
底
し
て
い
な
い
。
発
起
人
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
個
人
法
上
の
会
社
創
立
者
と
し
て
の
地
位
が
重
視
さ
れ
、
定
款
の
確
定
の
み
な
ら
ず

論

株
式
の
割
当
も
発
起
人
が
か
か
る
地
位
に
お
い
て
な
す
も
の
と
解
し
、
発
起
人
が
株
式
を
割
当
れ
ば
、
株
式
引
受
人
は
後
に
な
っ
て
任
意

に
取
消
さ
れ
な
い
権
利
を
か
か
る
地
位
に
お
け
る
発
起
人
に
対
し
て
取
得
す
る
も
の
と
す
る
げ
更
に
、
株
式
引
受
人
は
、
先
ず
第
一
に
、

全
く
内
部
的
に
社
団
の
形
成
を
成
就
せ
し
め
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
は
全
く

内
部
的
に
の
み
活
動
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
対
外
的
な
行
為
に
つ
い
て
は
一
般
に
権
限
を
有
せ
ず
、

た
だ
財
産
引
受
、
特
別
利
益
の
賦
与
及

び
設
立
費
用
の
補
償
の
よ
う
な
、
創
立
総
会
で
承
認
さ
る
べ
き
設
立
経
過
の
要
素
盲
目
出
窓
口
仏

E])
を
構
成
す
る
契
約
に
つ
い
て
権
限
を

有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
、
会
社
は
、
法
人
格
を
取
得
す
る
ま
で
は
全
く
内
部
的
な
存
在
二
豆
町
5
2
ロ
虫
色
と
で
あ
っ
て

対
外
的
に
は
存
在
せ
ず
、
設
立
中
の
会
社
は
、
財
産
引
受
、
特
別
利
益
の
賦
与
及
び
設
立
費
用
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
創
立
総
会
の
承
認

が
あ
れ
ば
義
務
を
負
担
す
る
が
、
開
業
準
備
行
為
は
勿
論
の
こ
と
、
設
立
費
用
を
生
ず
べ
き
取
引
行
為
に
つ
い
て
も
何
等
権
利
義
務
を
有

し
な
い
こ
と
に
な
る
。

レ
I
マ
ン
の
よ
う
に
発
起
人
の
権
限
を
極
め
て
制
限
的
に
解
す
る
見
解
は
、
同
一
性
説
を
と
る
も
の
の
な
か
で
は
少

し
か
し
な
が
ら
、

数
説
で
あ
っ

d
、
多
数
説
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
会
社
の
設
立
に
経
済
上
必
要
な
対
外
的
取
引
行

為
に
つ
い
て
も
発
起
人
は
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
多
数
説
の
な
か
で
も
、
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
の
発
起

人
の
権
限
は
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
一
切
の
行
為
に
及
ぶ
と
解
す
る
も
の

U
定
款
に
記
載
し
、
検
査
役
の
検
査
、
創
立
総
会
の
承
認

等
を
経
た
設
立
費
用
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
丸
勾
と
に
分
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
説
に
よ
っ
て
も
、
設
立
中
の
会
社
は
、
発
起

人
に
対
し
て
設
立
費
用
を
補
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
設
立
費
用
の
範
囲
内
で
、
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
直
接
義
務
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を
負
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
多
数
説
に
よ
れ
ば
、

そ
の
範
囲
の
広
さ
に
差
は
あ
っ
て
も
、
会
社
の
成
立
前
既
に
、
設
立
中
の
会
社
は
、
対

そ
の
債
権
者

K
対
し
て
義
務
を
負
担
し
て
い
る
と
と
に
な
る
。

外
的
取
引
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
取
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、

株式会社不成立の場合における発起人の責任

山

戸

岳

E
g
p
p
m・
o
・-ω
・
ω自
民
・
但
し
、
株
式
の
割
当
の
取
消
は
、
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
な
す
も
の
と
す
る
(
国
・
白
・

0
・w

ω・
ω印、吋)。

凶

F
F
B釦
B
u
m
-
m・
o-wω
・
ι
S
F
t
ω
・

間
円
、
各
自
由
ロ
P
白
・
白
・
。
-wω
・
品
臼
・
従
っ
て
、
結
局
、
個
人
法
的
立
場
に
立
つ
も
の
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
一
八
一
頁
参
照
。

凶

T
w
r
B
E
P
P
同・

0
・uω-K悼む円・

間
ド
レ
ツ
ガ
ー
は
、
成
立
し
た
会
社
と
設
立
中
の
会
社
と
の
同
一
位
を
徹
底
さ
せ
、
会
社
の
成
立
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
創
立
(
開
口

-nrzロ
悶
)
後
は
、

そ
の
機
関
の
権
限
は
な
ん
ら
制
限
さ
れ
な
い
ち
の
A

と
す
る
が
、
発
起
人
叉
は
創
立
前
の
機
関
は
、
将
来
の
債
権
者
や
社
員
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、

対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
権
限
を
有
せ
ず
、
変
態
設
立
事
項
と
し
て
定
款
に
記
載
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
み
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と

す
る
(
ロ
8
m
m
2
w
白・白
-
0
・uω
・
&
同
-w
包
同
-vUYN・
2
戸
口
・
ぉ
・
)
。

制

ω
g
z
y
p
m・
o-w
帥

NCC
〉ロ
E
・
印
ロ
・
〆
出
R
Z
H
W
U
F
O
〉
E

E問
。

E
F与
え
F
ω
-
H
H
C
U
H司
王
山
ロ
チ
目
・
白
・

0
・wω
・
印
ご
-

Z
ユ
ツ
ラ

l
・

エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
は
、
発
起
人
の
権
限
を
会
社
の
設
立
に
必
要
な
行
為
に
限
ら
ず
、
更
に
営
業
行
為
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
る
(
玄
己
一
2
l
H
W
R
E
n
y
p
p
c
w

ω・旧日
NWN日∞

z・
NEC--

m
z
c
g
r
R由
mHup
由・。
-wω
・
ιch・-ヨロロ
2vm-
白・。
-u
開

NCφ

口

Nvω
・
8
・
ω口
Eomm-ZH問
。
門

'
o
c
E
E君
ω
r
r
p
p
。
-w即
ωAF
〉
ロ
ヨ
-
P
』・ぐ・

のお円
r
o
w
P
出・

0
・w
∞
-
N品戸己・日品川町同・

附
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
発
起
人
の
契
約
」
北
法
二
一
巻
一
号
四
九
頁
以
下
参
照
。

制

設
立
中
の
会
社
の
法
律
的
性
質
に
つ
い
て
も
、
同
一
性
説
を
と
る
も
の
の
な
か
で
、
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
比
較
的
有
カ
な
見
解

そ
れ
は
権
利
能
力
な
き
社
団
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
を
民
法
上
の
組
合
と
解
す
る
説
も
少
な
く
な
く
、
更

K
権
利
能
力

に
よ
れ
ば
、

とな
すき
る社
説団
もで
あーも
るる民
o 法

上
の

組
合
で
も
な
く

登
記
に
よ
っ
て
取
得
さ
る
べ
き
資
格
(
回
m
B
2
E
P
)
を
ま
だ
有
し
な
い
株
式
会
社
で
あ
る

北法 12(2・61)189 



説

民
法
上
の
組
合
と
解
す
る
場
合
に
も
、
種
々
の
相
違
が
存
し

シ
ユ
タ
ウ
プ
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
と
は
本
来
継
続
的
に
法
律
的
取

引
関
係
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
目
的
を
有
し
、

論

そ
の
社
員
の
交
替
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
を
理
由
に
、
成
立
し
た
会
社
は
社

こ
れ
と
同
一
性
を
有
す
る
設
立
中
の
会
社
は
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
と
解
し
て
い
い
や
し
か
し
て
、
発
起
人
が
そ
の

権
限
内
で
な
し
た
行
為
に
つ
き
、
組
合
員
は
組
合
財
産
を
限
度
と
す
る
直
接
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
お
日

団
と
解
し
な
が
ら
、

ウ
ィ

l
ラ
ン
ト
は
、
会
社
(
口
出
口
門
庄
町

m
g巾
]
}
田
口
『
阻
止
)
は
、
匠
名
組
合
、
船
舶
共
有
等
の
商
事
組
合
(
の
2
m
]
}
山
岳
阻
止
仏
巾
回
国

g
p
r
B
n
r
g
)

と
共
に
商
法
上
の
組
合

(rsrrBnz-rr巾
の
2
色
E
E
r
)
の
一
種
で
あ
る
と
し
て
、
団
体
の
本
質
を
組
合
と
社
団
と
に
区
別
す
る
と

と
に
反
対
す
る
。
そ
し
て
‘
設
立
中
の
会
社
も
成
立
し
た
株
式
会
社
も
共
に
本
質
的
に
は
同
一
の
組
合
で
あ
っ
て
、
成
立
し
た
会
社
の
有

す
る
権
利
能
力
と
は
そ
の
商
号
の
も
と
に
権
利
義
務
を
取
得
し
う
る
資
格
で
あ
っ
て
、
団
体
の
本
質
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
、
発
起

人
の
地
位
も
、
結
局
、
組
合
代
理
の
よ
う
に
解
し
、
組
合
に
対
す
る
給
付
は
組
合
員
の
合
有
と
な
り
、
更
に
組
合
員
は
発
起
人
の
権
限
内

し
か
も
そ
の
責
任
は
持
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

の
行
為
に
つ
き
人
的
責
任
を
負
い

シ
ユ
レ
1
グ
ル
ペ
ル
ガ

1
・ク

ヴ
ア
ソ
ヴ
ス
キ
も
同
様
に
、
設
立
中
の
会
社
の
み
な
ら
ず
成
立
し
た
株
式
会
社
も
組
合
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
立

し
た
会
社
に
お
い
て
は
、
社
員
閣
の
直
接
関
係
は
な
く
、
社
員
と
会
社
自
体
と
の
関
係
が
存
す
る
に
す
ぎ
ず
、
会
社
財
産
の
み
が
会
社
債

権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
社
員
は
会
社
債
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
会
社
自
体
が
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
で
あ
っ

て

そ
の
権
利
義
務
は
法
律
的
に
は
同
時
に
そ
の
社
員
の
権
利
義
務
に
な
る
と
い
う
乙
と
は
な
く
、
会
社
自
体
の
名
に
お
い
て
権
利
義
務

を
取
得
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
組
織
的
単
一
性
を
認
め

ま
た
社
員
は
社
員
と
し
て
は
業
務
執
行
権
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
、
結
局
、

て
お
り
、
成
立
し
た
会
社
を
社
団
と
解
す
る
の
と
異
な
ら
な
い
と
と
に
な
る
。

以
上
の
見
解
と
異
な
り
、
設
立
中
の
会
社
を
権
利
能
カ
な
き
社
団
と
解
す
る
場
合
に
も
、

ド
イ
ツ
民
法
第
五
四
条
第
一
文
に
よ
り
民
法
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の
組
合
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
設
立
中
の
会
社
の
権
利
義
務
は
、
法
律
的
に
は
そ
の
社
員
に
合
有
的
に

帰
属
し
、
社
員
は
設
立
中
の
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
般
に
、
社
員
は
設
立
中
の
会
社
の

財
産
に
対
し
て
有
す
る
持
分
を
も
っ
て
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
し
て
い
ハ
日
。
乙
の
有
限
責
任
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
社
員
は

社
団
財
産
に
対
す
る
持
分
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
執
行
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て
義
務
を
負
う
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
、
明
示
的
ま
た
は
歎
示

的
に
定
款
を
も
っ
て
定
め
る
乙
と
に
よ
り
、
執
行
機
関
の
権
限
を
有
効
に
制
限
し
う
る
こ
と
に
よ
る
と
す
る
も
の
と
、
権
利
能
力
あ
る
社

団
の
社
員
の
人
的
責
任
を
排
除
す
る
規
定
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
株
式
法
第
一
条
の
類

推
適
用
を
認
め
る
も
の
と
に
分
れ
て
い
る
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任
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但
し
、
権
利
指
力
な
き
社
団
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関
す
る
規
定
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推
適
用
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認
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い
る
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こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ラ
イ
パ
ー
は
、
民
法
上
の
組
合
も
そ
れ
白
体
に
お
い
て
完
成
し
た

も
の
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
完
成
と
い
う
こ
と
を
そ
の
最
も
重
要
な
特
徴
と
し
て
い
る
設
立
中
の
会
社
は
、
民
法
上
の
組
合
で
も
な
い
と
す

る
窃
ロ
Y
B
F
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・wω
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w

明
N
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印
・
組
合
員
が
組
合
財
産
の
み
を
も
っ
て
す
る
有
限
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
契
約
締
結
者
の
意
思
と
看
倣
さ
れ
る
と

し
、
ま
に
、
会
社
が
成
立
す
れ
ば
会
社
の
責
任
が
組
合
員
の
責
任
に
代
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
シ
ュ
タ
ウ
プ
の
よ
う
に
、
成
立
し
た
会
社
は
社
団
で

あ
る
が
設
立
中
の
会
社
は
組
合
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
結
局
、
設
立
中
の
会
社
の
権
利
義
務
が
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
関
係
を
、
法
律
上
の
移
転

(口
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問
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目
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ロ
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云
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こ
と
に
な
ろ
う

(ω
窓口

y
国
-
白
・
。
-w
明日
CC
〉
ロ
ヨ
・
伊
)
。
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い
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E
t田口
F
o
c
g丘
町
ロ
F
m
r
と
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
団
体
を
組
合
と

社
団
と
に
区
別
す
る
こ
と
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
(
者
5
F
E
u
白・白・

0
・w切
L
-
r
ω
・
品
言
問
・
)
。
な
お
、
設
立
中
の
会
社
を
組
合
と
解
し
、
成

立
し
た
会
社
を
社
団
と
解
す
る
の
と
異
な
ら
沿
い
こ
と
に
な
る
た
め
か
、
結
局
、
設
立
中
の
会
社
の
権
利
義
務
が
成
立
を
し
た
会
社
の
権
利
義
務
と
な
る

関
係
に
、
承
継
な
い
し
法
律
上
の
移
転
と
い
う
観
念
を
用
い
さ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
(
を
お
宮
ロ
チ
白
・
白
-
o
u
回門戸
-
Y
ω
・
企
N
L山ロ
E
m
m
m
-
z
a
R
a

O
ロ釦
ω
E司
ωrr
白・

m・
o
・-間

ω品
〉
ロ
ヨ
・
∞
)
。

倒

HhmrHHgロロ目見
!Emw
同
・
白
・
。
-w
間
N
C
O
Z円
・
出
D
B
σ
R
m
o
H
w
p
ω
・
。
-w
∞
-
u
u
R
u
ロ
円
。
問
問
。
♂
白
-
m・
o
・-ω
・
吋
印
戸
〈
m了
。
・
〈
-
C
F
O円
r
p
〈開門白
5
0

c
r
g
H
N
2
r
z
E
E間』
8
5
ω
・
叶
〉
ロ
B
-
N
F
Y
ω
・
N
H
R
W
N由
F

a

E
・
ω∞『同
-w
項
目
-
E
L
w
p
p
。・
u
∞仏
-
Y
ω
・品戸

H-

m
z
c
s
Z円問。
HU
同
-m-C-wω
・
8
切
り
5mmmHW
印

-
m・
o-w
∞
-
a
同
・
ド
レ
ツ
ガ

l
は
、
か
か
る
合
有
財
産
の
法
技
術
的
所
有
者
(
円
。
n
v
Z
R
V
E
R
r

同ロ「田
σ
R
)
は
構
成
員
で
あ
る
が
、
実
際
土
は
(
宮
古
山
口
EFnr)
そ
の
合
有
財
産
は
個
々
の
構
成
員
か
ら
は
っ
き
り
と
独
立
し
て
お
り
、
か
か
る
独
立
性
は

設
立
中
の
会
社
の
社
団
的
構
成

(ro
弓
2
2
E
E
w
r
o
〈
R
F
E
E口
問
)
に
よ
り
、
そ
の
合
有
財
産
と
し
て
の
性
質
か
ら
生
じ
る
独
立
性
よ
り
も
一
層
強
い

も
の
で
あ
る
と
し
(
白
・
白
・

0.、
ω・
ミ
ご
、
設
立
中
の
会
社
が
登
記
に
よ
り
権
利
能
力
を
賦
与
さ
れ
る
と
き
は
、
権
利
義
務
が
新
し
い
帰
属
主
体
に
移
転

す
る
の
で
は
な
く
て
、
帰
属
す
る
態
様
が
変
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
全
く
形
式
的
な
財
産
帰
属
関
係
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
団
体
法
的
考
察
を

徹
底
さ
せ
て
い
る

(
p
p
C
4
ω
・自・)。

間

Z
O
B
Z
H
m
2
u
同
・
白
・
。
-wω-KHNFUH)円
。
問
問
。
♂
白
・
出
・

0
・wω
・
8
R
e
g
R・
ロ
・
叶
∞
同
・
し
か
し
ミ
ユ
ツ

4
7
1
・
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
は
、
或
い
は
発
起
設
立
の

場
合
に
限
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
社
員
の
こ
の
責
任
は
持
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
ち
の
と
す
る

(
F
E
E
R
h吋
N
r
R
F祖
国
・
白
・
。
-w
∞
-N日凶)。

回

目

。

E
ゲ

q
m
2
u
p
p
。
-w
∞
・
ぉ
・
〈
mF・
O-
〈
・
の
庁
長
♂
〈
2
2ロ
o
c
rロ
⑦
月
四
円
r
z
E
E
m
r
F
ω
-
S
同
・
ホ
ム
ベ
ル
ガ

i
は
、
殊
に
設
立
中
の
会
社

の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
は
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
お
い
て
も
当
事
者
の
意
思
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

凶
ロ
日
間
四
O
H
u
m
-
P
0・wω
・
呂
・
ド
レ
ツ
ガ
ー
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
社
員
は
、
権
利
能
力
あ
る
社
団
の
場
合
と
同
様
に
機
関
の
業
務
執
行
に
影
響

論
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力
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
機
関
の
行
為
に
つ
い
て
全
財
産
を
も
っ
て
責
任
を
負
う
乙
と
を
一
般
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
乙
の
点
に
関
す
る
利
益

状
態
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
も
権
利
能
力
あ
る
社
団
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
。

(5) 

タ
ッ
レ
(
吋
『
出
子
山
門
)
は

こ
れ
に
よ
り
混
沌
た
る
星
雲

一
株
ず
つ
で
も
二
人
以
上
が
引
受
け
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も

(
ロ
与
三

2
8
岳
民
己
回
出
)
と
も
称
す
べ
き
会
社
の
中
核
(
ロ
。
ヨ
ロ
)
が
つ
く
ら
れ
、

こ
れ
は
そ
の
後
多
数
の
株
式
引
受
人
が
加
入
す
る
こ
と
に

こ
れ
に
は
そ
の
当
初
か
ら
内
部
的
法
人
格
(
匂

2
8ロ
E]志
B
O
E
r
古
広
『
・

28)
を
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
会
社
の
設
立
経
過
を
団
体
法
的
立
場
か
ら
考
察
し
て
い
託
。
し
か
し
タ
ツ
レ
は
、
発
起

よ
っ
て
遂
に
会
社
と
し
て
成
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
っ
て

人
を
も
っ
て
そ
の
機
関
と
は
認
め
ず
、
株
式
引
受
人
の
事
務
管
理
者
と
し
て
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
活
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る

に
と
ど
ま
る
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

リ
ペ

l
ル
も
、
会
社
成
立
前
に
設
立
中
の
会
社
(
印

2
5
ι
s
r
z
g
H
5ロ
)
が
存
在
し
て
い
る
乙
と
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

即
ち
、
会
社
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、

会
社
の
法
人
格
は
会
社
の
設
立
が
確
定
さ
れ
た
そ
の
日

K
は
じ
め
て
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
設

立
中
の
会
社
は
既
に
或
る
人
格

(
n
2
g
g
m
宮
門
目
。
ロ
ロ
白
宮
内
山
)
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
設
立
中
の
会

社
は
生
き
て
生
ま
れ
る
な
ら
ば
権
利
を
取
得
し
う
る
と
と
ろ
の
胎
児
に
警
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
。

そ
し
て
か
か
る
人
格
を
認
め
う
る

根
拠
と
し
て
、

引
受
人
の
払
込
は
設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
預
託
金
庫
(
わ
回
日
明
仏

E
L
8
0
3
2
3
5
-
m
g
t
g印
)
に
納
入
す
る
も

一
九
三
七
年
四
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ア
の
規
定
を
あ
げ
て
い
る
。

の
と
す
る
、

し
か
し
リ
ペ

1
ル
は

人
の
出
生
は
生
理
的
事
実
で

あ
り
、
法
律
は
ζ

れ
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
反
し
て
、
会
社
の
成
立
に
は
法
律
的
準
備
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

設
立
中
の
会
社
と
胎

こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
会
社
の
設
立
経
過
中
に
発
生
し
た
法
律
関
係
が
、

児
と
の
比
較
は
功
妙
で
あ
る
が
不
正
確
で
あ
り
、

い
か
に
し
て
会

社
成
立
の
際
に
会
社
に
帰
属
し
得
る
か
は
充
分
に
解
明
し
得
な
い
と
し
て
、
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
機
関
で
あ
り
、
会
社
を
設
立
す
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説

る
た
め
に
必
要
な
契
約
を
設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、

帰
属
し
、
従
っ
て
、
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
、

乙
れ
に
よ
り
生
じ
る
権
利
義
務
は
設
立
中
の
会
社
に

同
一
性
説
を
主
張
し
て
い
る
。

論

(4) (3) (2) (1) 

叶
}
回
印
口
内
凶
同
町
件
可
叩
岡
町
巾

Hozu
凶

JH包
Hb
色

bgmHMSMHm
己
目
仏
同
1
0』
仲
町

o
s
s
q
n
M白
}
切
∞

bL-uHSHU
ロ。印()同・

吋
「
田
口
四
円
由
同
司
巾
同
口
開
門

ccuCHY
口
町
・
ψ

ロ。目。
ω・

同

NeoHF
吋

g
E
bぽ
B
E
E
z
r
仏
門

c
p
n
c
B
B
2
n
F
m
f
ω
b
L
U
S
2
w
ロ
a
g
N
2
S日・

河

6
2
F

。日}-nx-w
ロS
U
N∞
2
U
N
∞・

(6) 

以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
同
一
性
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が

こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
か
な
り
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ロ
ー
ド
マ
ン
は

創
立
さ
れ
た
会
社

(
n
E
n
z
m仲
間

。

g
m
F
与
え
同
)
と
は
単
な
る
法
律
構
成
上
の
概
念
で
あ
っ
て
、

そ
の
背
後
に

発
起
人
組
合
以
外
に
、
成
立
す
べ
き
会
社
の
実
体
の
手
掛
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
同
一
性
説
を
批
判
し
、
更
に
、

会
社
成
立
前
に
会
社
の
名
で
行
為
す
る
者
に
人
的
責
任
を
負
わ
し
め
る
ド
イ
ツ
商
法
第
二

O
O条
第
一
項
第
二
文
は
、
法
が
同
一
性
説
の

立
場
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
の
適
切
な
証
明
で
あ
る
と
す
れ
げ
そ
の
結
果
ブ
ロ
ー
ド
マ
ン
は
、
発
起
人
の
権
限
内
の
行
為
に
つ
き
法
律
上

当
然
の
取
得
説
の
立
場
を
と
り
、

乙
れ
に
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
を
加
味
し
、
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
は
会

社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
限
ら
れ
、
変
態
設
立
事
項
に
関
す
る
規
定
は
、
権
限
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
権
限
を
拡

張
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ガ
ド
l
l
ハ
イ
ニ
ツ
ヘ
ン
は
、
発
起
設
立
の
場
合
に
は
会
社
の
創
立
(
同
E
n
r
Eロ
ぬ
)
に
よ
り
発
起
人
聞
に
募
集
設
立
の
場
合
に
は
定

款
の
確
定
等
に
よ
り
株
式
引
受
人
聞
に
、
民
法
上
の
組
合
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、

こ
の
組
合
の
名
で
行
な
わ
れ
る
会
社
設
立
の
た

め
に
必
要
な
契
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
は
組
合
財
産
に
属
し
、
義
務
は
組
合
員
が
述
帯
債
務
者
と
し
て
負
担
す
る
が
、
通
常
は
組
合
員

北法 12(2・66)194 



の
責
任
は
組
合
財
産
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

そ
し
て
乙
の
組
合
は
会
社
と
同
一
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
胎
児
が
将
来
の
権

利
を
保
全
す
る
た
め
に
監
護
人

(
E
m
m
R
)
を
有
し
う
る
の
は
特
別
の
規
定
(
イ
州
五
結
)
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
組
合
を
会

社
の
胎
児
に
類
比
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
裁
判
所
の
任
命
に
よ
ら
ず
、
自
由
に
選
任
さ
れ
た
代
理
人
に
よ
る
将
来
の
法
人
の
代
理
が
予

ド
イ
ツ
商
法
第
一
二
U
O条
第
一
項
(
峨
結
語
)
は
会
社
の
成
立
前
に
会
社
の
名
で
行
為

め
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
し
得
な
い
。

し
た
者
の
人
的
責
任
を
規
定
し
、
会
社
が
か
か
る
行
為
に
つ
き
登
記
に
よ
り
直
接
権
利
義
務
を
取
得
す
る
も
の
と
は
規
定
せ
ず
、
株
式
法

第
三
四
条
第
二
項
は
会
社
は
と
れ
に
よ
る
義
務
を
債
務
引
受
に
よ
っ
て
負
担
す
る
と
し
て
い
る
、
と
し
て
、
同
一
性
説
に
反
対
し
、
発
起

こ
れ
に
事
務
管
理
説
を
加
味
し
て
い
る
。
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て

人
の
権
限
内
の
行
為
に
つ
い
て
は
法
律
上
当
然
の
取
得
説
を
と
り
、

株式会社不成立の場合における発起人の責任

は
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
の
ほ
か
は
、
定
款
に
確
定
さ
れ
て
い
る
場
舎
に
限
ら
れ
、
従
っ
て
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
取

引
行
為
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
確
定
さ
れ
た
設
立
費
用
の
範
囲
内
で
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

パ
ウ
ム
パ
ツ
ハ
l

フ
ッ
ク
は
、
創
立
(
開
口
付

Z
g
)
さ
れ
た
会
社
は
設
立
団
体
百
円
口

E
Zロぬ
2
2
2ロ
)
と
い
う
民
法
上
の
権
利
能
力
な
き

社
団
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
か
る
団
体
が
登
記
に
よ
り
会
社
に
移
行
す
る
も
の
と
し
て
、
会
社
の
成
立
前
K
そ
の
前
身
(
〈
2
m
m田
町

F
与
え
同
)

の
存
在
を
認
め
て
い
託
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
一
性
説
は
、
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
役
立
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実

際
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
単
な
る
概
念
法
学
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
価
値
を
有
し
な
い
と
し
て
、
結
局

第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
を
と
託
。
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
成
立
し
た
会
社
は
可
能
な
か
ぎ
り
既
に
生
じ
て
い
る
負

担
を
免
れ
る
ζ

と
が
株
式
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
の
ほ
か
は
変
態
設
立
事
項
と

し
て
定
款
に
確
定
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
定
款
記
載
の
設
立
費
用
は
発
起
人
に
対
す
る
補
償
額
で
あ
っ
て
、
発
起
人
は
、
設
立
費
用
を
生

そ
の
効
果
を
会
社
に
帰
属
せ
し
め
う
る
権
限
を
有
し
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

ず
べ
き
取
引
行
為
に
つ
い
て
、
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説

ゴ
l
Jア
イ
ン
l
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ミ
も
、
創
立
さ
れ
た
会
社
(
巾

E
n
r
g
z
o
g
m
-
r
n
E
F
)
は
成
立
し
た
会
社
と
同
一
性
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
が
、
会
社
成
立
前
に
な
さ
れ
た
法
律
行
為
は
、
直
接
成
立
し
た
会
社
に
対
し
て
い
か
な
る
効
力
を
有
す
る
か
の
問
題
に
つ
い
て

論

一
つ
の
概
念
に
基
づ
い
て
統
一
的
な
解
答
を
見
出
す
こ
と
は
全
く
不
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
結
局
、
代
理
説
を
加
味
し
た
法
律
上
当

然
の
取
得
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ム
パ
ツ
ハ
l

フ
ッ
ク
と
同
様
に
解
し
て
い
る
。

lま
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も

エ
ス
カ
ラ
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
即
ち
、
同
一
性
説
は
、
結
局
、
設
立
中
の
会
社
に
或
る
種
の
法

人
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

か
か
る
前
提
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
最
も
簡
明
に
法
律
関
係
を
説
明
す
る

乙
と
が
で
き
る
が
、
問
題
は
会
社
を
成
立
前
に
法
主
体
と
看
倣
し
得
る
か
否
か
に
あ
る
。

し
か
し
‘
自
然
人
の
誕
生
と
法
人
の
設
立
と
を

類
比
し
て
設
立
中
の
会
社
を
胎
児
に
警
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

タ
ヅ
レ
の
よ
う
に
内
部
的
法
人
格
在
日
目
。
ロ
ロ
丘
町
広

5
g
g巾
)
を

単
に
言
葉
の
上
の
説
明
で
あ
っ
て
無
意
味
で
あ
る

認
め
、
乙
れ
を
対
外
的
法
人
格
(
匂
2
8ロ
E
口

忠

良

B
E巾
)
と
区
別
す
る
考
え
方
は
、

と
す
る
。
し
か
し
て
法
人
格
は
単
な
る
擬
制
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
成
立
前
に
会
社
の
法
人
格
を
認
め
る
乙
と
は
誤
り
で
あ
り
、

設
立
中
の
会
社
は
法
律
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
も
し
、
常
に
会
社
が
成
立
す
る

の
で
あ
れ
ば
、

設
立
中
の
会
社
に
或
る
穫
の
法
人
格
を
認
め
る
乙
と
は
さ
ほ
ど
不
都
合
で
な
い
だ
ろ
う
が
、
不
成
立
と
い
う
事
態
が
生
じ

も
し
発
起
人
の
存
在
を
無
視
し
て
、
法
律
関
係
は
第
三
者
と
設
立
中
の
会
社
と
の
聞
に
直
接
成
立
し
て
い
た
も
の
と
看
倣
せ

ば
、
第
三
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
と
と
に
な
る
と
す
必
。
従
っ
て
会
社
は
、
結
局
、
法
律
の
規
定
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
の

た
場
合
に
、

で
あ
り
、
会
社
が
発
起
人
及
び
株
式
引
受
人
に
対
し
て
権
利
義
務
を
取
得
す
る
の
も
法
律
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
法
律
上
当
然
の
取

得
説
を
と
る
。
発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
発
起
人
は
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
取
引
行
為
を
第
三
者
と
行
な
う
権
限
を
有
せ
ず
、

会
社
は
発
起
人
が
会
社
の
名
に
お
い
て
行
な
っ
た
契
約
を
追
認
す
る
乙
と
に
よ
り
権
利
義
務
を
取
得
し
う
る
も
の
と
す
い
旬
。

北法 12(2・68)196 
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印
叶
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昨
日

ω由・

論

回
中
耕
太
郎
博
士
は
、
会
社
の
設
立
経
過
を
団
体
法
的
な
立
場
か
ら
考
察
し
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
、

次
の
よ
う
に

日
本
法

主
張
す
る
。
即
ち
、
株
式
引
受
人
そ
の
他
の
第
三
者
が
発
起
人
と
行
為
を
な
す
に
当
つ
て
は
、
発
起
人
自
体
と
行
為
を
な
す
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
存
す
る
会
社
自
体
と
取
引
を
な
す
も
の
で
あ
る
乙
と
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
の
取
得
し
た
権
利
義
務
が
会
社

に
帰
属
す
る
法
律
関
係
を
当
事
者
の
意
思
及
び
法
律
関
係
の
実
際
に
適
す
る
よ
う
に
構
成
す
る
た
め
に
は
、
発
起
人
の
取
得
し
た
権
利
義

務
郎
会
社
の
権
利
義
務
と
な
る
関
係
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
款
の
作
成
に
始
ま
り
設
立
登
記
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ま
で
の
会
社

の
設
立
経
過
を
団
体
法
的
な
立
場
か
ら
発
展
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
会
社
は
そ
の
成
立
以
前
に
一
種
の
前
生
、
即
ち
胎
児
の
時
代
を
も
つ
の

で
あ
っ
て
、
発
起
人
を
か
か
る
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
。

田
中
博
士
は
、
更
に
、
自
然
人
は
そ
の
胎
児
の
時
期
に
外
界
に
対
し
交
渉
を
有
す
る
乙
と
は
な
く
、
従
っ
て
、
原
則
と
し
て
は
直
接
に

法
律
関
係
に
立
つ
こ
と
は
な
い
が
、
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
設
立
経
過
の
開
始
か
ら
完
成
に
至
る
ま
で
比
較
的
長
期
間
を
要
し
、

そ
の
聞
に
会
社
の
物
的
基
礎
た
る
資
本
を
確
定
し
、

人
的
基
礎
た
る
株
主
を
得
る
た
め
株
式
を
募
集
し
、

そ
の
他
、
発
起
人
は
会
社
設
立

の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
な
す
乙
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
胎
児
の
存
在
は
単
に
社
会
学
的
に
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

法
的
に
も
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
、
自
然
人
の
胎
児
に
比
し
て
一
層
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
法
的
存
在
と
し
て
把
え
る
根
拠
を
次
の

よ
う
な
諸
点
に
求
め
ら
れ
る
。

即
ち
、
相
続
と
、
不
法
行
為
か
ら
生
ず
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
は
、

条
、
九
イ

六
五
条
、

胎
児
は
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
て

ヘ
民
法
七
一
一
一

F

条
、
八
八
六

自
然
人
の
権
利
能
力
が
胎
児
に
遡
及
的
に
延
長
さ
れ
る
よ
う
に
、

ま
た
法
人
は
解
散
後
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
人
格

北法 12(2・70)198 



が
存
続
す
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
(
一
当
日
伝

41ztト駄一時一
L
細
」
採
)
、
解
散
後
に
お
い
て
は
清
算
の
目
的
に
縮
少
さ
れ
る
が
、
な
お
権
利

能
力
を
有
す
る
よ
う
に
、
法
は
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
一
定
の
存
在
に
権
利
能
力
を
賦
与
し
、
ま
た
は
そ
の
範
囲
を
伸
縮
す
る
こ
と
が
あ

る
。
従
っ
て
こ
れ
と
同
一
の
法
理
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
株
式
会
社
の
設
立
の
場
合
に
つ
い
て
も
、

も
し
そ
の
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
設
立
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
会
社
が
既
に
成
立
し
た
も
の
と
認
め
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
設
立
中
の
会
社
に
設
立

の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
不
完
全
な
人
格
を
認
め
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
法
は
株
式
会
社
の
設
立
に
つ
い
て
胎
児
や

清
算
の
よ
う
に
直
接
に
明
文
を
設
け
て
い
な
い
か
ら
、
設
立
中
の
会
社
が
設
立
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
形
式
的
に
権
利
能
力
を
有
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
以
上
の
法
理
は
実
定
法
的
に
も
裏
付
け
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、

会
社
は
設
立
以
前
に
お
い
て
も
既
に
社
団
的
構
成
を
有
し

乙
れ
に
は
株
主
に
比
す
べ
き
株
式
引
受
人
が
あ
り
、
執
行
機
関
で
あ
る
発
起

株式会社不成立の場合における発起人の責任

入
、
株
主
総
会
に
相
当
し
こ
れ
に
関
す
る
規
定
の
一
部
が
準
用
さ
れ
る
創
立
総
会
、
取
締
役
、
監
査
役
等
の
機
関
が
備
わ
っ
て
お
り
、
更

に
商
法
第
一
九
二
条
の
規
定
す
る
発
起
人
の
責
任
は
、
設
立
中
か
ら
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、

ま
た
商
法
第
一
九
三

条
第
一
項
の
発
起
人
に
対
す
る
会
社
の
損
害
賠
償
請
求
権
も
、
会
社
の
前
生
時
代
か
ら
こ
れ
に
属
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
外
な
い
の

で
あ
る
と
。

設
立
中
の
会
社
に
対
す
る
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
は
、

田
中
博
士
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
即
ち
、
組
合
と
社
団
と
は

根
本
的
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
設
立
中
の
会
社
は
社
団
法
人
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
株
式
会
社
の
前
身
で
あ
っ

て
、
設
立
経
過
の
時
期
に
従
っ
て
差
は
あ
る
が
、
社
団
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
形
式
的
に
権
利
能
力
を
有
す
る
ζ

と
を
認

そ
れ
は
権
利
能
力
な
き
社
団
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
執
行
機
関
た
る
発
起
人
が
会
社
設
立
の

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

た
め
に
必
要
な
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
義
務
は
、
実
質
的
に
は
設
立
中
の
会
社
の
権
利
義
務
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
発
起
人
が

法
は

北法 12(2・71)199 



説

そ
の
主
体
と
な
り
、
会
社
成
立
と
と
も
に
会
社
が
実
質
的
に
の
み
な
ら
ず
形
式
的
に
も
そ
の
主
体
と
な
り
、

そ
の
際
会
社
と
発
起
人
と
の

論

聞
に
権
利
義
務
の
承
継
ま
た
は
移
転
の
観
念
を
要
し
な
い
。

的
に
把
持
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
。

そ
れ
故
、
発
起
人
は
実
質
的
に
は
会
社
に
帰
属
す
る
権
利
義
務
を
単
に
信
託

こ
の
よ
う
に
田
中
博
士
は
、
発
起
人
を
も
っ
て
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
解
す
る
乙
と
に
よ
り
、
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
に
つ
き
、
実

態
に
即
し
た
理
論
構
成
を
試
み
た
。
か
か
る
同
一
性
説
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
劃
期
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
通
説
と
な
っ
て

い
る
。
私
も
基
本
的
に
は
と
の
考
え
方
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

設
立
中
の
会
社
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
権
利
能
力
な
き
社
団
と
解
す
る
が
、
組
合
と
社
団
と
の
差
異
は
構
成
員
の
数
の
多
少
に

由
来
し
、
構
成
員
の
量
的
増
化
は
団
体
の
質
的
変
化
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
成
立
し
た
株
式
会
社
は
社
団
で
あ
る
が
、
設
立
中
の

会
社
は
、
発
起
設
立
の
場
合
に
は
組
合
で
あ
り
、
募
集
設
立
の
場
合
に
は
、
定
款
作
成
当
初
は
組
合
で
あ
る
が
、
次
第
に
社
団
へ
と
発
展

転
化
し
、
創
立
総
会
当
時
は
明
ら
か
に
社
団
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
団
体
を
組
合
と
社
団
と
に
分
け
る
二
元
論
に
反
対
し
、

団
体
は
す
べ
て
組
合
で
あ
る
と
し
て
、
設
立
中
の
会
社
も
成
立
し
た
会
社
も
共
に
組
合
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
会
社
設
立
の
た
め
に
法
律
上
、
経
済

上
必
要
な
一
切
の
行
為
に
つ
い
て
、
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
。

従
っ
て
、
設
立
中
の
会
社
は
、
発
起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
対
外
的
取
引
行
為
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
す
る
権
利
義
務

こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
の
設
立
に
必
要
な
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
記
載
し
、
か
つ
創
立
総

会
の
承
認
ま
た
は
裁
判
所
の
検
査
を
経
た
設
立
費
用
の
範
囲
に
、
発
起
人
の
権
限
を
制
限
す
る
反
対
説
も
あ
る
。
更
に
、
発
起
人
は
、
会

を
取
得
す
る
乙
と
に
な
る
。

社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
権
限
を
有
し
、

か
か
る
行
為
を
な
す
た
め
に
事
実
上
必
要
と
な
る
対
外
的
取
引
行
為
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に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
と
す
る
有
力
な
小
数
説
が
あ
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
定
款
記
載
の
設
立
費
用
の
定
め
は
、
発
起
人
に
対

す
る
会
社
の
補
償
に
つ
い
て
の
定
め
で
あ
っ
て

設
立
費
用
を
生
じ
る
よ
う
な
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
発
起
人
に
権
限
を
認
め
る
も

の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
定
款
に
記
載
し

か
つ
創
立
総
会
の
承
認
ま
た
は
裁
判
所
の
検
査
を
経
た
財
産
引
受
、
発
起
人
に
対
す
る
特
別

利
益
の
賦
与
・
報
酬
の
支
払
・
設
立
費
用
の
補
償
の
ご
と
き
例
外
を
除
け
ば
、
会
社
は
発
起
人
の
行
為
に
よ
り
債
務
は
負
担
し
な
い
乙
と

に
な
る
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

凶
田
中
「
発
起
人
責
任
論
」
合
名
会
社
社
員
責
任
論
三
七
三
頁
。
同
旨
、
西
島
「
株
式
会
社
設
立
団
体
の
本
質
」
法
学
論
叢
二
八
巻
一
号
一
一
八
頁
。
商

本
博
士
は
、
乙
の
点
を
批
判
し
て
、
会
社
設
立
者
と
し
て
の
発
起
人
を
信
頼
し
、
発
起
人
と
行
為
を
な
す
も
の
と
解
す
べ
き
旨
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
両
者
を
共
に
信
頼
し
て
、
発
起
人
と
行
為
を
な
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

凶
田
中
・
前
掲
論
文
三
六
八
頁
及
び
三
九
一
頁
、
同
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
ご
四
七
頁
以
下
。
同
旨
、
松
本
・
日
本
会
社
法
論
一
一
一
一
頁
、
同
・
註
釈
株

式
会
社
法
三
四
頁
、
鈴
木
・
会
社
法
四
ご
頁
、
石
井
・
改
訂
商
法
上
巻
二
ハ
一
一
頁
、
石
井
等
・
註
解
株
式
会
社
法
第
一
巻
一
六
回
頁
、
大
隅
「
株
式
会
社

の
成
立
と
権
利
義
務
の
帰
属
」
会
社
法
の
諸
問
題
所
収
ご
ご
頁
以
下
、
同
・
全
訂
会
社
法
論
上
巻
一
五
六
頁
以
下
、
西
原
・
会
社
法
八
八
頁
、
田
市
中
(
誠
)
・

新
会
社
法
論
上
巻
二
ヱ
ハ
頁
、
小
町
谷
・
商
法
講
義
巻
一
一
総
則
・
会
社
ご

O
六
頁
、
松
田
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
ご
五
七
頁
以
下
、
同
-
新
会
社
法
概

論
八
七
頁
、
西
島
・
前
掲
論
文
一
一
八
頁
以
下
、
同
・
改
訂
会
社
法
ご
五
四
頁
以
下
、
伊
沢
・
註
解
新
会
社
法
ご
四
九
頁
、
実
方
・
会
社
法
学
E
一
七

O

頁
以
下
、
北
沢
「
設
立
中
の
会
社
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
一
一
一
一
一
頁
以
下
。
な
お
、
服
部
教
授
は
、
設
立
中
の
会
社
を
認
め
る
必
要
性
に
疑
問
を
い

だ
く
(
会
社
法
提
要
一
一
一
一
一
頁
以
下
)
。

附
田
中
・
前
掲
論
文
三
七
五
頁
以
下
及
び
三
八
四
頁
以
下
、
同
・
前
掲
脊
ご
四
一
頁
以
下
。
同
旨
、
石
井
・
前
掲
書
二
ハ
一
一
頁
、
大
隅
・
前
掲
論
文
ご
四

頁
以
下
、
伊
沢
・
前
掲
書
ご
四
六
頁
以
下
、
実
方
・
前
掲
書
一
七

O
頁。

凶
田
中
・
前
掲
論
文
三
七
七
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
ご
四
一
一
頁
。
同
旨
、
石
井
・
前
掲
書
一
六
ご
頁
、
伊
沢
・
前
掲
書
二
四
七
頁
、
実
方
・
前
掲
書
一
七

O
頁。

附
田
中
・
前
掲
論
文
三
八
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
ご
四
ご
頁
以
下
。
同
旨
、
石
井
・
前
掲
書
二
ハ
一
一
頁
、
伊
沢
・
前
掲
書
ご
四
七
頁
。
な
お
、
石
井
教

授
は
商
法
第
一
九
一
条
も
、
伊
沢
博
士
は
第
一
七
九
条
も
実
定
法
上
の
根
拠
と
す
る
。
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附
田
中
・
前
掲
論
文
三
九
五
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
一
一
四
回
頁
。
同
旨
、
鈴
木
・
前
掲
書
四
ご
頁
、
石
井
・
前
掲
書
二
ハ
一
一
頁
、
小
町
谷
・
前
掲
替
ご

O

ム
ハ
頁
、
大
隅
・
前
掲
論
文
ご
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
一
五
七
頁
以
下
、
問
中
(
誠
)
・
前
掲
書
二
一
六
頁
、
伊
沢
・
前
掲
書
ご
四
七
頁
、
西
島
・
前
掲
論

文
一
一
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
ご
五
五
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
凶
頁
。

川
田
中
・
前
掲
論
文
三
六
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
ご
四
八
頁
。
同
旨
、
鈴
木
・
前
掲
書
四
ご
頁
、
石
井
・
前
掲
書
二
ハ
一
一
頁
、
石
井
等
・
前
掲
書
二
ハ

四
頁
、
大
隅
・
前
掲
論
文
三
五
頁
、
同
・
前
掲
書
一
五
八
頁
、
西
原
・
前
掲
香
九
七
頁
、
小
町
谷
・
前
掲
書
コ

O
六
頁
、
伊
沢
・
前
掲
香
コ
四
九
頁
、
松

田
・
新
会
社
法
概
論
八
七
頁
、
実
方
・
前
掲
書
一
七
一
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
一
二
三
頁
。
な
お
小
町
谷
博
士
は
、
会
社
が
成
立
し
た
場
合
に
会
社
が
形
式

的
に
も
権
利
義
務
の
主
体
と
な
る
こ
と
は
、
形
式
論
と
し
て
は
、
商
法
第
一
九
四
条
の
反
面
解
釈
に
よ
り
こ
れ
を
認
め
う
る
と
す
る
(
前
掲
書
ご

O
六
頁
)
。

矧
野
津
博
士
は
、
発
起
人
を
将
来
の
会
社
の
機
関
で
あ
る
と
す
る
(
前
掲
論
文
二
八
七
四
頁
以
下
、
特
に
一
六
八

O
頁
以
下
、
会
社
法
概
論
六
六
頁
以
下
)
。

も
っ
と
も
野
津
博
士
は
、
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
松
本
先
生
古
稀
記
念
会
社
法
の
諸
問
題
所
収
一
七
七
頁
に
お
い
て
は
、
「
成
立
中
の
会
社
と
い

う
社
団
は
、
多
数
の
株
式
市
込
人
が
、
株
式
の
引
受
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
に
、
そ
の
絹
呆
と
し
て
、
自
然
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
」
と
し
て
、
結
局
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
「
成
立
中
の
会
社
と
将
来
成
立
す
べ
き
会
社
と
は
、
決
し
て
同
一

物
で
は
な
い
」
と
す
る
)
。

附
松
田
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
二
二
一
頁
以
下
、
ご
四

O
頁
以
下
、
特
に
ご
五

O
頁
以
下
及
び
ご
六
六
頁
以
下
、
同
「
会
社
の
組
合
性
と
社
団
性
」
株

株
式
会
社
法
研
究
所
収
一
五
五
頁
以
下
、
同
-
新
会
社
法
概
念
一
八
頁
、
四
ご
頁
及
び
八
六
頁
。
発
起
設
立
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
会
社
成
立
当
初
も
組

合
的
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
成
立
後
発
起
人
が
引
受
け
た
株
式
を
多
数
の
人
に
譲
渡
し
、
そ
の
た
め
構
成
員
数
を
増
加
し
、
実
質
上
社
図
的
形
怒
を
必

要
と
す
る
に
至
る
か
ら
、
募
集
設
立
の
場
合
と
異
な
り
設
立
過
程
中
に
お
い
て
は
実
質
上
社
団
性
を
取
得
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
立
後
や
が
て
乙

れ
を
取
得
す
べ
き
予
期
の
下
に
、
そ
の
成
立
と
共
に
社
団
性
を
附
与
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
、
い
わ
ば
そ
れ
は
立
法
技
術
に
よ
る
一
時
的
擬
制
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
す
る
(
松
田
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
ご
六
六
頁
以
下
及
び
一
ニ

O
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
一
五
九
頁
以
下
、
同
・
新
会
社
法
概
論
九

O

頁)。

州
側
国
歳
「
株
式
会
社
、
登
記
前
後
」
竹
田
先
生
古
稀
記
念
商
法
の
諸
問
題
所
収
一

O
八
頁
以
下
、
特
に
一
一
一
一
良
、
一
一
六
頁
、
一
一
八
頁
及
び
二
一

O

頁
。
も
っ
と
も
、
設
立
中
の
会
社
が
負
担
す
る
債
務
に
対
す
る
株
式
引
受
人
の
責
任
は
、
会
社
の
財
産
に
止
ま
る
も
の
と
す
る
(
同
論
文
一
一
九
頁
)
。

間
解
良
・
判
民
昭
和
三
年
度
六
六
事
件
評
釈
、
鈴
木
「
発
起
人
」
岩
波
法
律
学
辞
典
町
ご
五
三
九
頁
以
下
(
な
お
同
・
前
掲
書
五
一
頁
参
照
)
、
田
中
・
前

掲
書
一
一
四
九
頁
、
大
隅
・
前
掲
論
文
四
七
頁
、
同
・
前
掲
香
一
七
一
一
頁
以
下
、
松
岡
・
新
会
社
概
論
八
八
頁
以
下
、
松
田
鈴
木
・
条
解
株
式
会
社
法
上

一
二
三
頁
以
下
、
北
沢
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
及
び
ご
四
八
頁
以
下
、
拙
稿
「
発
起
人
の
契
約
」
北
法
二
一
巻
一
号
五
四
頁
以
下
。

論
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間
竹
田
・
判
例
評
釈
法
学
論
叢
一
九
巻
六
号
九
五
六
頁
以
下
、
伊
沢
・
前
掲
書
二
六
一
頁
、
西
原
・
前
掲
書
九
一
頁
。
小
町
谷
博
士
は
、
定
款
へ
の
記
載

は
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
記
載
が
あ
る
以
上
は
、
創
立
総
会
の
承
認
等
の
有
無
を
関
わ
ず
、
当
然
、
会
社
の
債
務
と
な
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
(
判
例
商

法
総
則
・
会
社
・
荷
行
為
三
六
頁
)
。

同
西
本
・
株
式
会
社
発
起
人
論
二
ハ

O
頁
、
同
・
会
社
法
ご
六
七
頁
以
下
、
長
岡
「
会
社
の
負
担
に
帰
す
べ
き
設
立
費
用
」
民
商
法
雑
誌
一
ご
巻
丘
号
入

一
二
三
頁
以
下
及
び
六
号
一

O
一
三
頁
以
下
、
石
井
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
、
石
井
等
・
前
掲
書
ご
四
四
頁
以
下
、
鴻
「
株
式
会
社
の
設
立
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
一
九
六

O
年
ご
月
号
三
七
頁
。

四
長
岡
・
前
掲
論
文
八
一
二
四
頁
以
下
。

会
社
不
成
立
の
場
合
の
法
律
関
係

(1) 

発
起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
義
務
が
成

立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
団
体
法
的
立
場
か
ら
詳
細
に
論
じ
て
い
る
も
の
も
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
法

株式会社不成立の場合における発起人の責任

律
関
係
に
つ
い
て
は

一
般
に
、
発
起
人
が
そ
の
全
責
任
に
お
い
て
あ
と
し
ま
つ
を
な
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
、
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
株
式
引
受
人
は
設
立
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
に
払
込
金
の
返
還
を
請
求
し
う
る
こ
幻
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
会
社
の
設
立
登
記
前
に
会
社
の
名
で
行
為
し
た
者
の
責
任
(
可
一
品
目
立
一
回
和
4
5
K
)
は
会
社
不
成

立
の
場
合
に
も
生
じ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
み
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責

ド
イ
ツ

任
を
規
定
す
る
商
法
第
一
九
四
条
の
規
定
に
若
干
言
及
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
一
般
に
、
個
人
法
的
立
場
に
た
つ
見
解
と
別
に

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
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田
中
博
士
は
、

設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
法
的
に
も
認
め
、
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
乙
れ
に
即
し
た
理
論
構
成
を
試
み

(2) 
る
が

乙
れ
は
会
社
が
成
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
会
社
が
不
成
立
に
終
る
場
合
に
は
法
律
関
係
は
全
く
異

な
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
会
社
が
成
立
す
る
場
合
に
初
め
て
そ
の
前
生
に
関
す
る
法
律
関
係
を
規
律
す
る
必
要
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

会
社
が
不
成
立
に
終
る
場
合
に
は
、
恰
も
胎
児
が
死
体
で
生
ま
れ
た
と
き
は
民
法
第
八
八
六
条
第
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
(
議
)
、

設
立
中
の
会
社
は
初
め
に
週
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
発
起
人
は
そ
の
機
関
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
設
立
に
関
し
て
な

し
た
行
為
の
効
果
は
自
己
が
こ
れ
を
引
受
け
る
の
ほ
か
な
く
、
個
人
た
る
発
起
人
が
こ
の
種
の
行
為
に
つ
き
形
式
的
の
み
な
ら
ず
実
質
的

に
も
初
め
に
遡
っ
て
権
利
義
務
の
主
体
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
法
第
一
九
四
条
第
一
項
は
か
か
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
り
、

に
よ
り
、
会
社
の
設
立
に
関
し
て
支
出
し
た
費
用
も
当
然
発
起
人
の
負
担
と
な
り
、
同
条
第
二
項
は
、
株
式
引
受
人
も
負
担
す
る
か
の
疑

を
除
く
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
と
す
バ
。
従
っ
て
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
法
律
関
係
は
、
個
人
法
的
立
場
に
立
つ
見
解
と
異

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

乙
の
点
は
通
説
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

ギ
l
ル
ケ
も

一
定
の
要
件
を
み
た
せ
ば
実
定
法
が
社
団
を
法
人
と
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
種
の
社
団
が
実
定
法
の
要
求
す
る

そ
の
団
体
と
し
て
の
存
在
も
否
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
更
に
、
社
団
の
前
生
は
社
団
が
成
立
す
る
に
至
っ
て

始
め
て
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、
会
社
の
前
生
は
認
め
ら
れ
ず
、
発
起
人
は
株
式
引

要
件
を
み
た
さ
な
け
れ
ば
、

受
人
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
し
て
、

自
己
の
責
任
に
お
い
て
す
べ
て
の
後
始
末
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
ζ

に
は
団
体
法
上
の
間

題
は
何
等
存
せ
ず
、
結
局
、
不
成
立
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
個
人
法
的
見
解
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
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リ
ペ
l
ル
も
、
設
立
中
の
会
社
を
生
き
て
生
ま
れ
れ
ば
権
利
を
取
得
し
う
る
胎
児
に
警
え
る
の
で
あ
っ
て
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、

設
立
中
の
会
社
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
な
り
、
発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
名
に
お
い
て
行
な
う
契
約
に
つ
き
個
人
責
任
を
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
タ
ッ
レ
も
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、
発
起
人
は
株
式
引
受
人
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
払

込
金
の
全
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
設
立
中
の
会
社
の
法
的
存
在
が
現
実
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
以
上
は
、
そ
の
こ
と
が
会
社
の
成
否
如
何
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
田
中
博
士
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
設
立
中
の
会
社
は
社
会
的
法
律
的
に
胎
児
よ
り
も
一
一
層
重

要
な
地
位
を
し
め
て
い
る
。
胎
児
が
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
後
に
生
き
て
生
ま
れ
た
と
き
の
た
め
に
、
胎
児
の
た
め

に
権
利
を
留
保
す
る
た
め
の
擬
制
に
す
ぎ
な
い
が

こ
れ
に
反
し
て
設
立
中
の
会
社
は
既
に
積
極
的
に
社
会
生
活
上
法
律
的
活
動
を
な
し

株式会社不成立の場合における発起人の責任

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
人
に
お
け
る
死
産
と
会
社
の
不
成
立
と
を
同
様
に
考
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
設
立
中
の
会
社

は
、
会
社
が
不
成
立
に
終
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
存
在
意
義
を
有
し
な
い
に
は
違
い
な
い
が
、

そ
の
こ
と
か
ら
、

そ
の
存
在
を
遡
及
的
に
否

定
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
会
社
成
立
の
場
合
に
の
み
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
会
社
成
立
前
に
生
じ
た
法

律
関
係
を
説
明
す
る
た
め
の
単
な
る
便
宜
と
し
て
設
け
ら
れ
た
擬
制
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、

そ
の
実
在
を
法
的
に
認
め
る
同

一
怯
説
の
立
場
は
、
前
後
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Q

従
っ
て
、
会
社
成
立
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
認
め

る
立
場
を
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
も
貫
い
て
、
設
立
中
の
会
社
は
解
散
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
株
式
引
受
は
会
社
の
成
立
を
停
止
条
件
と
す
る
も
の
と
解
す
れ
氏
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
‘
結
局
、
設
立
中
の
会
社

は
当
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
乙
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
株
式
引
受
人
は
、
会
社
の
成
立
前
に
株
金
の
払
込
を
な
し
、
創
立
総
会
で
議
決

権
を
行
使
す
る
等
の
よ
う
に
、
既
に
権
利
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
引
受
を
も
っ
て
会
社
の
成
立
を
停
止
条
件
と
す
る
も
の
と
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説

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

るム
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凶
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掲
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文
=
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六
九
頁
以
下
、
四

O
ご
頁
以
下
及
び
四
九
ご
頁
、
同
・
前
掲
書
ご
四
八
頁
以
下
及
び
ご
八
八
頁
以
下
。
同
旨
、
鈴
木
「
発
起
人
」

岩
波
法
律
学
辞
典
百
ご
五
四

O
頁
(
な
お
、
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・
前
掲
書
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頁
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、
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矧
西
本
博
士
及
び
野
津
博
士
が
同
一
性
説
に
反
対
し
、
西
本
博
士
は
発
起
人
を
会
社
の
主
た
る
設
立
者
と
云
う
に
止
ま
り
、
野
津
博
士
は
将
来
の
会
社
の

機
関
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
同
一
性
説
が
会
社
不
成
立
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
を
否
定
し
た
こ
と
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
本
・
前

掲
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一
四
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一
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牛
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総
会
の
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り
創
立
守
口
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(3) 

も
し
設
立
中
の
会
社
を
遡
及
的
に
否
定
し
、
会
社
設
立
の
た
め
に
生
じ
た
権
利
義
務
は
発
起
人
個
人
な
い
し
発
起
人
組
合
に
帰
属

す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
設
立
中
の
会
社
の
債
権
者
は
発
起
人
の
債
権
者
と
な
り
、

か
か
る
債
権
者
と
株
式
引
受
人
と
は
、
発
起
人

に
対
し
て
同
順
位
で
、

か
か
る
債
権
者
に

そ
れ
ぞ
れ
、
債
務
の
履
行
ま
た
は
払
込
金
の
返
還
を
請
求
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、

と
っ
て
は
、

会
社
の
成
否
如
何
に
よ
っ
て
債
務
者
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
も
し
発
起
人
が
設
立
中
の
会
社
の
債
務
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を
弁
済
す
る
た
め
に
充
分
な
資
力
を
有
し
な
い
な
ら
ば
、

か
か
る
債
権
者
と
株
式
引
受
人
と
は
同
じ
割
合
で
損
失
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
乙
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

い
か
に
企
業
の
所
有
と
経
営
と
が
介
離
し
、
株
主
な
い
し
株
式
引
受
人
は
債
権
者
と
し
て
の
立
場
に
近
づ
き
、
構
成

員
の
増
加
は
社
団
の
団
結
を
弛
緩
せ
し
め
、
構
成
員
が
第
三
者
的
地
位
に
立
つ
に
至
る
と
し
て
も
、
ホ
ム
ぺ
ル
ガ
ー
も
強
調
す
る
よ
う
に
、

し
か
し
な
が
ら
、

株
式
引
受
人
は
設
立
中
の
会
社
の
構
成
員
で
あ
っ
て
、
会
社
成
立
の
場
合
に
は
株
主
と
し
て
利
益
に
与
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
稀
薄
な
意

味
に
お
い
て
に
せ
よ
、
共
同
企
業
者
と
し
て
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
も
当
然
危
険
を
分
担
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
設
立
中

の
会
社
の
債
権
者
は
、
設
立
中
の
会
社
の
財
産
に
対
し
て
は
、
株
式
引
受
人
よ
り
も
優
先
的
な
地
位
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
上
、
更

に
不
都
合
に
思
わ
れ
る
の
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
の
財
産
が
発
起
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、
発
起
人
個
人

株式会社不成立の場合における発起人の責任

の
債
権
者
が
設
立
中
の
会
社
の
財
産
に
も
権
利
を
行
使
し
得
る
と
い
う
結
果
に
な
る
か
の
如
き
疑
い
す
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、
発
起
人
個
人
の
債
権
者
が
、
債
権
取
得
当
時
一
般
担
保
と
し
て
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
払
込
株
金
等
の
よ
う

な
設
立
中
の
会
社
の
財
産
か
ら
も
弁
済
を
受
け
得
る
も
の
と
し
て
、
彼
等
を
特
に
保
護
す
べ
き
理
由
は
何
等
存
せ
ず
、

こ
の
よ
う
な
結
果

は
も
と
よ
り
是
認
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
会
社
成
立
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
認
め
る
立
場
を
さ
ら
に
会
社
不
成
立
の
場
合
に
も
貫
い
て
、
こ
の
場
合
に
は
、

そ
の
執
行
機
関
で
あ
る
発
起
人
は
清
算
人
と
な
っ
て
、
債
務
を
弁
済
し
た
後
に
株

式
引
受
人
に
は
残
余
財
産
を
分
配
す
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
ろ
一
九
。
も
っ
と
も
、
株
式
の
割
当
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
株
式
申
込
人
は

設
立
中
の
会
社
は
目
的
の
不
到
達
に
よ
っ
て
解
散
し
、

ま
だ
設
立
中
の
会
社
の
構
成
員
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
割
当
を
受
け
な
か
っ
た
申
込
人
は
、
第
三
者
と
し
て
、

そ
の
他
の
債
権
者
と
同

順
位
で
申
込
証
拠
金
返
還
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
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説

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
会
社
不
成
立
に
よ
り
設
立
中
の
会
社
は
解
散
す
る
と
解
す
る
次
の
よ
う
な
有
力
な
少
数
説
が
あ
る
。
即
ち
、

論
的
に
は
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
設
立
中
の
会
社
は
目
的
の
不
到
達
に
よ
っ
て
解
散
し
清
算
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
で
は
株

論

式
引
受
人
の
保
護
に
欠
け
る
か
ら
、
発
起
人
に
全
責
任
を
負
わ
し
め
、
こ
れ
に
対
し
株
式
引
受
人
を
第
三
者
と
し
て
律
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

商
法
第
一
九
四
条
第
一
項
は
か
か
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
同
条
第
二
項
は
、
発
起
人
が
全
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
が
会

社
の
設
立
に
関
し
て
支
出
し
た
費
用
を
も
負
担
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
株
式
引
受
人
が
そ
の
費
用
を
負
担
し
な
い
と
と
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
発
起
人
が
株
式
引
受
人
及
び
設
立
中
の
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
個
人
と
し
て
全
責
任
を
負
う

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
必
ず
し
も
設
立
中
の
会
社
が
解
散
し

そ
の
財
産
を
清
算
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
と
思
う
。
或
い
は
、
発
起
人
の
株
式
引
受
と
株
式
申
込
人
の

株
式
引
受
と
を
区
別
し
て
、
後
者
は
会
社
の
不
成
立
を
遡
及
的
解
除
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
不
成
立
の
場
合
に
は
、
株
式
引

受
の
効
果
は
消
滅
し
、
株
式
引
受
人
は
債
権
者
的
地
位
に
立
ち
、
取
引
上
の
債
権
者
と
同
順
位
で
清
算
段
階
に
あ
る
設
立
中
の
会
社
に
対

し
て
、
原
状
回
復
と
し
て
払
込
金
額
の
返
還
を
求
め
う
る
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
株
式
引
受
人
を
第
三
者
と
し
て
扱

ぃ
、
設
立
中
の
会
社
の
債
権
者
と
同
順
位
に
立
た
し
め
て
い
る
が
、
債
権
者
が
優
先
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

か
か
る
結
論
に
は
賛
成
で
き
な

し、

山
松
田
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
一
七
九
頁
参
照
。

凶

E
C
E
r円
問
。
♂
出
・
白
・
0
・
uω
・
8
・
な
お
、
ガ
ド

1
l
ハ
イ
ニ
ツ
へ
ン
は
、
出
資
者
は
出
資
の
返
還
を
請
求
し
う
る
が
、
こ
れ
は
不
当
利
得
の
原
則
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
発
起
人
に
つ
い
て
は
発
起
人
聞
に
存
在
し
た
組
合
関
係
に
よ
り
、
募
集
設
立
の
場
合
の
株
式
引
受
人

(N9nrD2)
に
つ
い
て
は
条
件
附

加
入
契
約

(
r
E
5
mお
円
切
巳
可
E
2
2常
山
田
)
に
よ
り
基
礎
ず
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
会
社
設
立
の
た
め
に
正
当
に
使
用
さ
れ
た
も
の
は
返
還
を
請

求
さ
れ
得
な
い
も
の
と
す
る
(
の
邑
D
唱・出巳ロ古門戸町
p
p
釦・

0
J
山
町
民
〉
ロ
B
'
g」
。
ュ
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ギ

i
ル
ケ
も
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
、
株
式 理
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引
受
人
は
設
立
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
(
』
・
〈
-
の
お
み
♂
白
・
白
・

0
・
ω
-
N
S・)a

同
国
歳
教
授
は
、
会
社
は
成
立
の
前
後
を
適
し
て
組
合
で
あ
り
、
不
成
立
の
場
合
に
は
、
民
法
の
組
合
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
、
設
立
中
の
会
社
は
解
散

し
(
民
法
六
八
ご
条
文
清
算
に
入
る
が
(
民
法
六
八
五
条
文
乙
の
清
算
に
つ
い
て
は
厳
格
な
手
続
規
定
が
な
い
と
し
て
、
発
起
人
の
連
帯
責
任
(
商
法

一
九
四
条
一
項
)
は
明
ら
か
に
こ
の
場
合
、
債
権
者
の
た
め
に
有
力
な
担
保
を
加
え
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
(
前
掲
論
文
一
一
九
頁
)
。

凶
大
隅
・
前
掲
論
文
四
九
頁
、
同
・
前
掲
書
ご
一
一
二
頁
以
下
、
松
田
・
新
会
社
法
概
論
一
一
五
頁
、
松
田
鈴
木
・
前
掲
書
八
四
頁
以
下
、
西
原
・
前
掲
書

一
O
一
頁
以
下
。
大
隅
博
士
は
、
発
起
人
の
負
担
す
る
こ
の
責
任
は
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
の
発
起
人
個
人
の
責
任
と
解
す
る
が
、
松
田
博
士
l

鈴
木
判
事
は
、
発
起
人
組
合
の
責
任
と
解
す
る
。
な
お
、
松
田
博
士
|
鈴
木
判
事
は
、
発
起
人
組
合
は
設
立
中
の
会
社
機
関
で
あ
る
発
起
人
の
団
体
で
あ

る
と
す
る
(
同
・
前
掲
書
一

O
頁)。

間
服
部
・
前
掲
書
一
四
六
頁
参
照
。

川
北
沢
・
前
掲
論
文
ご
三
五
頁
以
下
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

制

も
っ
と
も
こ
の
点
は

レ

1
7
ン
等
の
よ
う
に

発
起
人
は
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
、
会
社
設
立
の
た
め
の
法
律
要
件
的

行
為
に
つ
い
て
は
権
限
を
有
す
る
が

対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
一
般
に
権
限
を
有
し
な
い
と
す
る
見
解
を
と
れ
ば
、
成
立
し
た
会

社
は
定
款
に
確
定
さ
れ
、
検
査
役
の
検
査
、
創
立
総
会
の
承
認
等
の
な
さ
れ
た
財
産
引
受
、

発
起
人
に
対
す
る
特
別
利
益
の
賦
与
-
報
酬

の
支
払
・
設
立
費
用
の
補
償
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
債
務
を
負
担
す
る
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
会
社
の
成
立
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、
設
立
中
の
会
社
は
か
か
る
債
務
を
負
担
し
な
い
。
従
っ
て
、
債
権
者
保
護
の
た
め
の
以
上
の
よ
う
な

問
題
は
起
ら
な
い
ζ

と
に
な
る
。

そ
れ
故
、
不
成
立
に
よ
り
設
立
中
の
会
社
が
解
散
す
る
も
の
と
解
し
て
も
、

又
は
週
及
的
に
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
も
の
と
解
し
て
も
、
結
局
、
結
論
に
お
い
て
は
重
要
な
差
異
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し

乙
の
立
場
が
発
起
人
の
権
限
を
こ
の
よ
う
に
制
限
す
る
理
由
と
し
て
、
発
起
人
の
な
す
取
引
行
為
は
会
社
設
立
の
た
め
に
事

実
上
必
要
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
み
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
は
解
し
難
い
と
す
る
の
は
、
現
実
を
無
視
し
た
あ
ま
り
に
も
観
念
的
な
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説

議
論
で
あ
る
。
ま
た
乙
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
結
局
、
発
起
人
の
な
す
会
社
設
立
の
た
め
に
必
要
な
取
引
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
は
、

設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
と
と
を
認
め
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
一
の
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
義
務
は
こ
れ
に
帰
属
し
な
い

論

と
解
す
る
の
は
合
理
的
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
見
解
は
、
結
局
、
発
起
人
が
会
社
設

立
の
た
め
に
す
る
対
外
的
取
引
行
為
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
事
務
管
理
又
は
法
律
上
当
然
の
取
得
等
の
構
成
を
と
る

の
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
で
は
設
立
中
の
会
社
を
認
め
る
意
義
は
半
ば
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る

と

結
局

発
起
人
は
会
社
設
立
の
た
め
に
法
律
上

経
済
上
必
要
な
一
切
の
行
為
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
従
っ
て
、
発
起
人
が
対
外
的
取
引
行
為
を
な
し
た
場
合
に
も
、

る
権
利
義
務
は
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
。

そ
れ
が
会
社
の
設
立
に
必
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
り
生
じ

そ
れ
故
、
設
立
中
の
会
社
に
は
.
既
に
取
引
上
の
債
権
者
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
債
権
者
は
会
社
不
成
立
の
場
合
に
株

式
引
受
人
に
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
遡
及
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(2) (1) 

本
稿
一
八
八
頁
以
下
及
び
三

O
一
頁
参
照
。

発
起
人
の
権
限
に
つ
い
て
の
詳
論
は
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
四
九
頁
以
下
に
譲
る
。

(5) 

設
立
中
の
会
社
は
組
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
構
成
員
は
、
設
立
中
の
会
社
の
債
務
に
つ
き
債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
う
も
の

と
解
す
る
場
合
に
も
、
結
局
、
債
権
者
保
護
の
た
め
の
問
題
は
、
同
様
に
、
起
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
ウ
ィ

I
ラ
ン
ト
等
の
よ
う
に
、
団
体
は
す
べ
て
組
合
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
一
言
葉
を
お
き
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
団
体
の
う

ち
に
は
、

そ
の
組
織
原
理
を
異
に
す
る
た
め
に
生
じ
る
相
違
点
が
存
す
る
乙
と
を
無
視
す
る
ζ

と
は
で
き
ず
、
組
合
と
社
団
と
の
区
別
を

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
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更
に
、
団
体
の
法
律
的
性
質
を
判
断
す
る
場
合
に
、
そ
の
団
体
が
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
直
接
法
律
的
に
は
本
質
的
な
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
設
立
中
の
会
社
に
お
い
て
は
社
員
の
交
替
が
制
限
さ
れ
る
(
権
利
株
の
譲
渡
制
限
)
の
も
政
策
的
理
由
に
よ
る
も
の

で

あ

っ

可

、

シ

ユ

タ

ウ

プ

の

よ

う

口

J

そ
の
団
体
に
お
け
る
社
員
の
結
合
関
係
の
本
質
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

成
立
し
た
会

社
を
社
団
と
解
し
な
が
ら
、
設
立
中
の
会
社
を
組
合
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
設
立
中
の
会
社
を
も
っ
て
成
立
し
た
会
社
と
同
一
性
を
有

設
立
中
の
会
社
は
、
成
立
し
た
会
社
と
別
個
の
団
体
で
は
な
い
と
解
す
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の

団
体
と
し
て
の
性
質
も
成
立
し
た
会
社
と
同
様
に
社
団
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
設
立
中
の
会
社
は
、
発
起
設
立
の
場
合

そ
の
社
会
的
実
態
に
お
い
て
は
組
合
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
い
}
、
法
律
的
に
は
こ
れ

す
る
そ
の
前
身
と
解
す
る
以
上
は
、

ま
た
は
募
集
設
立
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、

を
社
団
と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
の
妨
げ
は
存
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

y
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
民
法
第
五
四
条
第
一
文
に
よ
り
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
は
民
法
の
組
合
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

の
た
め
設
立
中
の
会
社
を
社
団
と
解
す
る
場
合
に
も
、
結
局
、
実
定
法
上
は
組
合
と
擬
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
設
立
中
の
会
社
の
権
利

義
務
は
法
律
的
に
は
社
員
に
合
有
的
に
帰
属
し
、
社
員
は
設
立
中
の
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
い
年
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
か
か
る
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
な
る
べ
く
社
団
的
取
扱
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
社
団
と
組
合
と
は
そ
の
組
織
原
理
が
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

か
か
る
規
定
の
な

い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
設
立
中
の
会
社
に
つ
い
て
組
合
的
法
律
関
係
を
擬
制
し
、
構
成
員
の
直
接
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

(3) (2) (1) 

本
稿
一
九

O
頁
参
照
及
び
ご

0
0頁。

ロ
B
問
問
耳
切
出
・

m-

。-wω
・由。・

大
関
・
前
掲
論
文
ご
八
頁
。

そ
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説

(7)(6) (5) (4) 

本
稿
一
九
O
頁
参
照
。

大
隅
・
前
掲
論
文
ご
八
頁
。

本
稿
ご

0
0
頁
参
照
。

本
稿
一
九
一
頁
参
照
。

論

(6) 

設
立
中
の
会
社
を
社
団
と
解
し
て
も
、
会
社
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
は
権
利
能
力
を
有
し
得
な
い
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、

的
に
は
設
立
中
の
会
社
に
権
利
義
務
が
帰
属
し
得
な
い
か
ら
、
結
局
、
会
社
の
不
成
立
に
よ
り
設
立
中
の
会
社
は
解
散
す
る
も
の
と
解
す

る
余
地
は
な
い
ζ

と
に
な
ろ
う
。

同
一
性
説
は
、
結
局
、
設
立
中
の
会
社
は
権
利
能
力
を
有
す
る
と
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
J

厳
格
に
は
、

定
す
れ
ば
同
一
性
説
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
の
前
提
を
論
証
す
る
た
め
に
、
タ
ツ
レ
の
よ
う
に
内
部
的
法
人
格
と

対
外
的
法
人
格
と
を
区
別
す
る
の
は
、
エ
ス
カ
ラ
も
批
判
す
る
よ
う
に
無
意
味
で
あ
る
。

こ
の
前
提
を
否

田
中
博
士
は
、
形
式
的
と
実
質
的
と
に
区
別
し
て
、
設
立
中
の
会
社
は
形
式
的
に
は
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
と
な
り
得
な
い
か
ら
、
実

質
的
に
は
ζ

れ
に
帰
属
す
る
権
利
義
務
も
形
式
的
に
は
発
起
人
が
そ
の
主
体
と
な
る
も
の
と
解
す
る
。
し
か
し
同
一
の
権
利
義
務
が
、
形

式
的
と
実
質
的
と
の
区
別
に
従
っ
て
異
な
る
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
所
謂
実
質
的
帰
属
と

は
社
会
的
実
態
に
お
け
る
帰
属
関
係
を
、
所
謂
形
式
的
帰
属
と
は
法
律
上
の
帰
属
関
係
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
会
社
不
成

立
の
場
合
に
は
、
権
利
義
務
は
法
律
的
に
は
終
始
発
起
人
に
帰
属
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
設
立
中
の
会
社
の
法
的
存
在
を
認
め
る
意
義

は
存
し
な
い
。

回
中
博
士
が
会
社
不
成
立
の
場
合
に
設
立
中
の
会
社
の
存
在
を
遡
及
的
に
否
定
す
る
の
は
、

け
だ
し
当
然
の
ζ

と
と
も
云

え
よ
う
。
会
社
が
成
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
は

乙
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
権
利
義
務
は
実
質
的
に
の
み
な
ら
ず
形
式
的
に
も
会
社
に
帰
属

す
る
こ
と
と
な
り
、
会
社
と
発
起
人
と
の
聞
に
権
刺
義
務
の
承
継
ま
た
は
移
転
の
観
念
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も

法
律

北法 12(2・84)212 



一
応
の
説
明
に
は
な
り
え
よ
う
が

そ
れ
だ
け
で
は
法
律
的
に
は
発
起
人
に
帰
属
し
て
い
た
権
利
義
務
が
成
立
し
た
会
社
に
帰
属
す
る
に

点
の
説
明
に
関
し
て
は
、

田
中
博
士
は
発
起
人
を
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
と
解
し
な
が
ら
、
結
局
こ
の

法
律
上
当
然
の
取
得
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

至
る
過
程
の
法
律
的
説
明
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。

私
は
、
設
立
中
の
会
社
は
未
だ
法
人
格
を
認
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
社
団
と
し
て
の
存
在
が
法
律
上
認
め
ら
れ
る
以
上
は
、
所
謂
形

式
的
に
は
既
に
不
完
全
な
が
ら
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
で
あ
り
、
会
社
不
戎
立
の
場
合
に
は
か
か
る
法
人
格
な
き
社
団
が
解
散
す
る
も
の

と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

川

河

o
u
u
N
O
R
rロ
ロ
ロ
悶
己
口
弘
己
岳
町
円
E
r
g
o
gロ
〉

E
2・
5
8
w
∞-
M
品切一呂田

M
0
5
8・
2
了
口
。
巴
N・
何
回
円
山
口
p
o℃・

2
・u
口
。
印
印
N-

論
文
二
八
七
一
頁
、
松
岡
「
設
立
中
の
会
社
の
権
利
能
力
」
私
法
一

O
号
四

O
頁
以
下
。

凶
阿
川
3
w
p
白
・
。
-
w
ω
-
N
P
何
回
ロ
白
口
p
o匂
-
n
x
w
口。
a

印
NUw
印
8
2
E
ω
・
野
津
・
前
掲
論
文
二
八
七
回
頁
以
下
。

問
、
H
，F
と

-2wOH】・

n
F
ロC
印
(
)
「

凶

H
w
m
g同

HPS-nu-w
ロ
。
日
立
・

間
本
稿
一
九
九
頁
以
下
参
照
。

附
松
岡
・
前
掲
文
四

O
頁
参
照
。

野
津
・
前
掲

こ
の
よ
う
に
会
社
不
成
立
の
場
合
に
も
設
立
中
の
会
社
の
法
的
存
在
を
認
め
、

(7) 

こ
れ
に
即
し
た
構
成
を
な
す
べ
き
で
は
あ
る
が

ホ
ム
ペ
ル
ガ
ー
の
よ
う
に
、
株
式
引
受
人
に
と
っ
て
は
、
残
余
財
産
が
出
資
の
払
-
戻
に
当
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
株
式
引
受

人
は
払
込
金
全
額
の
払
戻
を
受
け
得
な
い
場
合
も
生
じ
る
が

こ
の
場
合
に
も
特
別
な
契
約
か
ま
た
は
発
起
人
に
損
害
賠
償
義
務
が
存
し

な
い
限
り
、
発
起
人
は
こ
の
不
足
額
を
補
償
す
る
義
務
を
負
担
し
な
い
と
解
す
る
の
は
、
発
起
人
の
有
す
る
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し

て
の
団
体
法
上
の
地
位
の
み
を
重
視
し
、
会
社
の
創
立
者
・
設
立
企
画
者
と
し
て
の
個
人
法
上
の
地
位
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
妥
当
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説

で
な
い
。
発
起
人
が
会
社
の
設
立
に
失
敗
し
た
以
上
、
設
立
費
用
は
、
発
起
人
の
み
が
負
担
し
て
、
株
式
引
受
人
は
分
担
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
債
権
者
が
設
立
中
の
会
社
の
財
産
に
つ
き
、
株
式
引
受
人
に
優
先
す
る
こ
と
と
は
別
の
間

論

題
で
あ
る
。

発
起
人
は

こ
の
よ
う
に
会
社
不
成
立
の
場
合
に
全
責
任
を
負
い
、
株
式
引
受
人
に
損
失
を
蒙
ら
せ
な
い
た
め
に
設
立
費
用
を
負
担
す

べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
不
成
立
の
原
因
が
専
ら
株
式
引
受
人
の
側
に
存
す
る
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
発
起
人
に
か
か
る
責
任
を
負

担
せ
し
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
少
数
の
有
力
な
学
説
は
こ
の
点
に
つ
い
て
反
省
を
な
し
、
消
極
に
解
し
よ
う

そ
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
も
、
発
起
人
は
二
重
の
地
位
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式

と
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、

引
受
は

一
面
に
お
い
て
個
人
法
上
の
取
引
行
為
的
性
質
を
も
有
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
し
う
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

(2) (1) 

国

c
g
σ
2問
。
♂
目
・
出
・

0
・wω
・仏印・

鈴
木
・
前
掲
書
七
二
員
、
大
関
・
前
掲
論
文
五
一
頁
参
照
。

(8) 

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
を
発
起
人
の
み
の
責
任
に
お
い
て
解
決
し
、
設

立
中
の
会
社
の
存
在
を
無
視
す
る
が
、
他
方
、
会
社
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
発
起
人
が
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
し
て
行
な
う
権
限
内

の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
切
の
権
利
義
務
が
会
社
に
帰
属
し
、
発
起
人
は
原
則
と
し
て
と
れ
に
つ
き
債
権
者
に
対
し
て
何
等
の
責
任
も

負
わ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
設
立
段
階
に
お
い
て
は
、
成
立
後
と
異
な
っ
て
、
成
立
す
べ
き
会
社
の
規
模
は
一

般
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

か
つ
会
社
の
成
否
も
未
定
で
あ
り
、
ま
た
成
立
す
る
と
し
て
も
果
し
て
当
初
に
企
画
し
た
通
り
の
規
模
で
成
立

す
る
か
否
か
は
不
明
な
状
態
に
あ
る
。
従
っ
て
、

か
か
る
設
立
中
の
会
社
と
取
引
を
す
る
第
三
者
は
、
設
立
中
の
会
社
と
共
に
発
起
人
を
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も
信
用
し
て
取
引
す
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
、
債
権
者
は
設
立
中
の
会
社
な
い
し
成
立
し

た
会
社
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を
求
め
得
る
の
み
な
ら
ず
、
発
起
人
に
対
し
て
も
と
れ
に
つ
い
て
の
責
任
を
追
求
し
う
る
の
が
当
然
で
は

な
か
ろ
う
か
。

一
部
に
は
、
商
法
第
一
九
四
条
第
一
項
は
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
が
、
立
法
論
と
し
て
は
、
設
立

中
の
会
社
の
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
会
社
の
成
否
未
定
の
聞
に
も
発
起
人
に
同
様
の
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
注
目
す
べ

き
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
解
釈
論
と
し
て
も
、
発
起
人
は
、
会
社
の
一
成
否
未
定
の
聞
の
み
な
ら
ず
、
更
に
会
社
成
立
後
も
、
同
様
の
責
任

を
負
担
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(1) 

北
沢
・
前
掲
論
文
ご
三
六
頁
以
下
。

株式会社不成立の場合における発起人の責任

(9) 

要
す
る
に
、
商
法
第
一
九
四
条
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
つ
き
、
発
起
人
が
会
社
の
設
立
に
関
し
て
な
し
た
行
為
に
つ
き
全
責
任

を
負
う
べ
き
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、

そ
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
K
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
は
設

立
中
の
会
社
は
解
散
し
、
そ
の
財
産
を
清
算
し
て
残
余
財
産
を
株
式
引
受
人
に
司
分
配
す
る
際
に
、
設
立
費
用
を
発
起
人
に
負
担
せ
し
め
る
こ

そ
の
分
配
額
が
払
込
金
よ
り
も
少
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
発
起
人
に
全
責
任
を
負
わ
し
め
る
(
謀
)
。

設
立
中
の
会
社
の
債

と
に
よ
り

権
者
に
つ
い
て
は
、

設
立
中
の
会
社
が
負
担
し
そ
の
財
産
を
も
っ
て
担
保
し
て
い
る
債
務
に
つ
き
、
発
起
人
に
そ
の
債
権
者
に
対
す
る
補

充
的
責
任
を
負
わ
し
め
ん
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
(
目
蒜
)
。

通
説
は
、
会
社
の
成
否
如
何
に
よ
っ
て
、
発
起
人
、
又
は
、
設
立
中
の
会
社
な
い
し
成
立
し
た
会
社
の
、

い
ず
れ
か
一
方
の
責
任
し
か

認
め
な
い
が
、
か
か
る
考
え
方
は
か
た
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
成
否
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
共
に
責
任
を
負
う
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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説

結
局
、
私
の
立
場
は
、
会
社
の
設
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
、
団
体
法
上
の
問
題
と
共
に
個
人
法
上
の
問
題
が
併
存
す
る
こ

と
に
着
目
し
て
、
両
者
の
聞
に
存
す
る
密
接
な
関
連
と
共
に
そ
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
、
団
体
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
団
体
法
的
考
察

論

こ
れ
に
よ
り
最
も
実
態
に
即
し
た
理
論
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

を
一
層
徹
底
せ
し
め
、

そ
こ
で
次
に
、
果
し
て
会
社
の
前
身
た
る
設
立
中
の
会
社
の
法
的
存
在
が
認
め
ら
れ
る
か
、
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
団
体
と
し

て
の
性
質
は
い
か
な
る
も
の
か
、
発
起
人
が
会
社
設
立
の
た
め
に
行
な
う
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
義
務
に
つ
い
て
設
立
中
の
会

社
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か

乙
と
に
実
質
的
に
の
み
な
ら
ず
、
形
式
的
に
も
帰
属
主
体
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

ム」いャつ

点
を
考
察
す
る
。

山
北
沢
教
授
は
、
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
結
論
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
同
・
前
掲
論
文
ご
三
六

頁
以
下
参
照
。

第
二
章

設

立

中

の

会

社

の

性

質

第

節

序

説

従
来
、
団
体
を
組
合
と
社
団
法
人
と
に
二
分
し
、
社
団
法
人
で
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
組
合
と
考
え

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
法
人
格
の
有
無
に
拘
ら
ず
社
団
は
社
団
で
あ
っ
て
組
合
と
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
他

方
で
は
、
組
合
に
も
法
人
格
を
賦
与
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
法
人
格
と
は
団
体
の
有
す
る
一
つ
の
法
的
資
格
に

す
ぎ
ず
、
法
人
格
の
有
無
の
問
題
と
は
離
れ
て
、
団
体
自
体
の
性
質
と
し
て
は
、

団
体
概
念
と
法
人
概
念

る
傾
向
が
あ
っ
た
。

乙
れ
を
社
団
と
組
合
と
に
区
別
し
う
る
の
で
は
な
い
か
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と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
社
団
で
あ
る
が
法
人
格
を
有
し
な
い
所
謂
権
利
能
力
の
な
い
社
団
(
〈
巾
5
5
0
F
E
H
N
2官
民
笹
山

m
g
F
口
付
宮

B
n
z
t岳山ぬ
2
〈
白
色
ロ
)
は
、
組
合
と
社
団
法
人
と
の
中
間
物
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
団
体
と
し
て
の
実
体
は
社
団
法
人

と
同
一
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
直
接
規
定
の
存
し
な
い
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
対
し
て
、
団
体
と

し
て
の
性
質
を
異
に
す
る
組
合
の
法
規
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
は
な
く
て
、
社
団
法
人
に
関
す
る
法
規
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
場
合
に
は
、

か
か
る
法
規
の
う
ち
い
か
な
る
点
が
そ
の
団
体
自
体
の
性
質
か
ら
由
来
し
、

い
か
な
る
点
が
そ
の
法
人
性
か
ら
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
時
の
学
説
は
、

乙
の
点
に
若
目
し
て
、
団
体
が
法
人
で
あ
る
か
否
か
は
そ
の
団
体
の
外
部
に
対
す
る
関
係
に
よ
る
区
別
で

般
に

あ
り
、
団
体
が
社
団
で
あ
る
か
組
合
で
あ
る
か
は
そ
の
団
体
の
内
部
組
織
に
よ
る
区
別
で
あ
る
と
し
て
、
法
人
概
念
の
外
部
性
と
団
体
概

株式会社不成立の場合における発起人の責任

し
か
し
な
が
ら
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
は
、
そ
の
代
表
者
に
よ
り
社
団
の
名
に
お
い
て
対
外

的
に
活
動
し
、
更
に
訴
訟
法
上
当
事
者
能
力
を
有
す
る
よ
う
に
(
規
制
四
)
、
社
団
は
、
法
人
格
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
外
部
に
対
す
る
関
係
に

お
い
て
も
そ
の
存
在
が
法
律
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
人
概
念
と
団
体
概
念
と
の
区
別
を
そ
の
外
部
性
と
内
部
性
と
の
差

異
に
求
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
社
団
法
人
の
対
外
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
の
う
ち
い
か
な
る
点
が
社
団
性
に
由
来
し
、
い
か

念
の
内
部
性
と
の
区
別
を
認
め
て
い
る
。

な
る
点
が
法
人
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
。
・
く
・
の
広
岡

r0・
〈
白
向
山
口
開

orロ刊

m
n
n
r
s
p玄
関

r
E
C
ω
・
巴
切
出

0
5
σ
2開
ゆ
吋

w
s・
目
・
。

-u
∞
-
N
Y
ω
2
7
2
w
ロ
R
E
n
r
H円
2
7
S
E
r由
加
〈

2
aロ

国
-
切
己
丘
町
司
口
町

r
s
g
m宮
町
田
国

B
L
o
r
m
2
2円
Z
m
w
N同
月
・
ロ

L・
8
ω
・

ιs・
石
田
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
民
法
研
究
一
一
閃
収
三
八
頁
、
同
「
社
団
」

岩
波
法
律
学
辞
典
E
一
一
一
一
回
頁
以
下
。

凶

Z
Eゲ
2
r
q
u
〈
白
色
口
町

D
Y
口
白
河
内

nrH弘
子
同
開

rmFω
・
ω∞
-
田
中
・
前
掲
書
ご
九
頁
、
我
妻
・
債
権
法
講
義
案
二
二
七
頁
、
松
田
・
株
式
会
社
の
基

礎
理
論
一
一
七
頁
以
下
、
山
本
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
組
合
法
人
論
」
法
協
六
五
巻
四
号
、
ム
ハ
六
巻
一
号
六
七
巻
ご
号
所
収
。
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説

間

z
oロゲ
o
n
r
F
E
白・。
-w
∞
-
s
w
U
E岡
田

R
w
m
-
m・
o-vω'
ミ
R
・

凶

σ・〈・
cmHrmw
国・

ω
。・・

ω・
5
己
・
ぉ
w
z
g
gロrRu
目・

ω・。
-wω
・
5
出

-
c・
8
・
ω
R
E
p
p
p
。
-uω
・品目。
"ωSCLH口開
R
W
N
E
H
河内
n
Z
E
B
5

L
R
包円}】可
R
r
H出町出}己町内口〈
R
2ロ
m
-
B
H凶
EH・mmH]』門
}
5
D
C
2
2
N
}
)己ロ
Zmww
巴
E
Z
n
r
n
』
EH』印件。ロ
N
g
g口
同
〈
』
HH}民
向
日
岡
崎
、
巴
O
P
Z
円-
H
d呂、

ω・
ω、刊、刊・

同
R
E口
百
円
m
w
u
g
E門町民一
-
n
r
m
c
g⑦
同

N
r
z
n
r
p円
L
g
号
ロ
窓
口
}
回
目
対
O
R
Y
ω
-
A
H
a
v
ロ
円
。
問
問
。
♂
白
・
釦
-C-w
∞
-
E
-
末
弘
博
士
「
労
働
組
合
法

論
」
労
働
法
研
究
所
収
一
一
九
頁
及
び
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
訴
訟
当
事
者
と
し
て
の
人
格
な
き
社
団
財
団
」
民
法
雑
考
所
収
九
六
頁
及
び
一

O
三
頁
、

石
田
・
前
掲
論
文
三
八
頁
以
下
、
大
判
昭
和
一

0
・
七
二
二
昭
和
九
年
(
オ
)
一
一
一
ニ
O
九
号
(
判
民
昭
和
十
年
度
七
一
事
件
我
妻
教
授
の
評
釈
中
に
お
け
る

引
用
に
よ
る
)
。
な
お
、
ギ

l
ル
ケ
は
乙
の
関
係
を
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
は
、
法
人
自
由
設
立
主
義
が
行
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
社
団
法
人
と
な
る
構

成
物
(
の
m
E
E
O
)
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る

(P
同・0・
w

∞
・
ロ
戸
)
。

問
。
・
〈
-
C
H
m
r
p
p
白
-C-uω
・
5
・
末
弘
「
労
働
組
合
法
論
」
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
石
田
・
前
掲
論
文
三
八
頁
以
下
、
我
妻
・
民
法
総
則
一
一
五
頁
以

下。
附
西
原
「
株
式
会
社
の
社
団
法
人
性
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
四
三
頁
以
下
参
照
。

論

社
会
学
的
概
念
と
法
的
概
念

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
団
体
概
念
と
法
人
概
念
と
を
区
別
し
て
考
え
る
と
、
団
体
は
組
合
と
社
団
と
に
分
類
さ
れ
、

従
来
、
多
く
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。

団
体
の
性
質
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
社
会
学
的
概
念
と
法
的
概
念
と
の
差
異
に
注
意
し

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

そ
し
て
通
常
は
、
社
会
学
的
に
組
合
又
は
社
団
と
解
さ
れ
る
団
体
は
、

そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に
対

応
し
て
、
法
律
的
に
も
組
合
又
は
社
団
と
し
て
の
組
織
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
両
者
は
常
に

そ
の
社
会
学
的
な
性
質
か
ら
直
ち
に
法
律
的
な
性
質
を
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
い
え
ず
、

勿
論
、

法
律
は
社
会
的
な
実
態
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
団
体
を
規
制
す
る
に
当
っ
て
も
、

そ
れ
か
ら
生
ず
る
要
請
に
応
じ
得
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

立
法
政
策
上
独
自
の
立
場
か
ら
と
れ
を
規
制
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

元
来
、
法
律
が
個
人
の
他
に
団
体
を
認
め
、
社
会
学
的
に
存
在
す
る
団
体
を
、
単
に
個
人
の
集
合
と
し
て
で
は
な
く
、
法
律
的
に
も
団

体
と
し
て
特
殊
な
取
扱
を
す
る
の
は
、
組
合
と
社
団
と
で
は

そ
の
程
度
乙
そ
非
常
に
異
な
る
が
、
社
会
的
な
要
請
に
応
じ
て
、
団
体
の
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活
動
を
助
長
し
、

団
体
の
法
律
関
係
を
明
確
に
し
、

そ
の
処
理
を
容
易
に
し
て
、
団
体
、

団
体
員
及
び
第
三
者
の
刺
益
を
保
護
す
る
た
め

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
し
て
、

団
体
の
法
律
関
係
を
明
確
に
し
、

乙
の
観
点
か
ら
組
合
と
社
団
と
を
比
較
す
れ
ば
、

処
理
を
簡
易
に
す
る
た
め
に
は
、
社
団
は
組
合
よ
り
も
更
に
進
ん
だ
法
的
形
態
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
学
的

な
意
味
に
お
け
る
社
団
を
法
律
上
組
合
と
し
て
律
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
社
会
学
的
な
意
味
に
お
け
る
組
合
を
法
律
上
社
団

と
し
て
律
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
差
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
に
、
団
体
は
そ
の
設
立
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
団
体
が
社
会
学
的
に
は
組
合
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
設
立
者
が
法
律
的
に
は
社
団
的
構
成
の
も
の
と

し
て
こ
れ
を
組
織
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
の
よ
う
な
意
味
で
法
律
的
概
念
と
し
て
の
団
体
が
技
術
性
を
有
す
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
乙
の
と
と
は
、
勿
論
、
団
体
を
単
に
擬
制
的
な
も
の
と
見
る
の
で
は
な
く
、
社
会
学
的
に
実
在
す

株式会社不成立の場合における発起人の責任

る
団
体
が
法
律
的
組
織
を
と
る
に
当
っ
て
、

そ
の
社
会
学
的
な
性
質
を
実
体
と
し
な
が
ら
も
、
立
法
に
よ
っ
て
、

又
は
設
立
当
事
者
の
意

思
に
よ
っ
て

こ
れ
に
法
技
術
的
な
変
容
を
加
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

組
合
と
社
団
と
の
聞
に
存
す
る
多
く
の
社
会
学
的
な
差
異
の
う
ち
、
団
体
の
構
成
員
数
の
多
少
を
採
り
上
げ
、

社
団
と
を
法
律
的
に
も
区
別
す
る
基
準
と
す
る
前
述
の
ご
と
き
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
見
解
に
対
し
て
は
、
構
成
員
が
多
く
、
社

こ
れ
を
も
っ
て
組
合
と

会
学
的
に
社
団
と
解
さ
れ
る
団
体
を
、
法
律
的
に
組
合
と
し
て
律
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
を
強
い
る
に
近
く
、
従
っ
て
、
法
律
的
に

も
社
団
と
し
て
扱
う
ほ
か
は
な
い
と
し
て
も
、
構
成
員
が
少
な
く
、
社
会
学
的
に
組
合
と
解
さ
れ
る
団
体
を
、
法
律
的
に
は
社
団
と
し
て

組
織
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
更
に
、
か
か
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
募
集
設
立
の
場
合
に
は
設
立
中

の
会
社
が
い
つ
組
合
か
ら
社
団
に
転
化
す
る
か
は
、
社
会
学
的
に
の
み
な
ら
ず
法
律
的
に
も
明
確
に
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、

一
つ
の
団
体

が
い
つ
の
ま
に
か
組
合
か
ら
社
団
に
転
化
す
る
の
で
は
、

団
体
の
法
律
的
関
係
は
明
確
に
さ
れ
ず
、
団
体
と
法
律
関
係
に
入
る
第
三
者
の

k-
」

の
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説

そ
の
構
成
員
の
利
益
も
確
実
な
保
護
が
期
し
難
く
な
る
。
従
っ
て
、
構
成
員
の
数
の
多
少
と
い
う
社
会
学
的
特
徴
に
よ
っ
て

法
律
的
に
も
社
団
と
組
合
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

み
な
ら
ず
、

論

川
西
原
・
前
掲
論
文
四
八
頁
以
下
、
服
部
「
会
社
の
権
利
能
力
・
行
為
能
力
及
び
不
法
行
為
能
力
」
前
掲
会
社
法
の
諸
問
題
所
収
九
一
頁
。
鈴
木
教
授
は

組
合
と
社
団
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
形
式
的
意
義
の
そ
れ
と
実
質
的
意
義
の
そ
れ
と
を
区
別
す
べ
き
旨
を
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
文
の
よ
う
な
区
別

に
相
当
す
る
も
の
と
思
う
。
鈴
木
「
会
社
の
社
団
法
人
性
」
松
本
先
生
古
稀
記
念
会
社
法
の
諸
問
題
所
収
、
特
に
ム
ハ
ご
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
七
頁
以
下

参
照
。

凶

Z
m
z
Z円
ro♂
白

-m・
o
・-
H

、H，x
o
r
ω
R
E
P
P
同
・
。
-
-
H

関白

zsf
。・〈・

0
庁
長
。
w白
・
向
。

-wω
・
5
同
・
等
参
照
。

矧
団
体
員
の
個
性
、
団
体
的
結
合
関
係
、
団
体
の
統
一
体
と
し
て
の
性
格
等
の
強
弱
は
、
団
体
を
社
会
学
的
に
の
み
な
ら
ず
法
律
的
に
考
察
す
る
場
合
に

も
、
組
合
と
社
団
と
の
聞
に
存
す
る
差
異
を
示
す
特
徴
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
徴
に
法
律
上
の
意
味
を
認
め
る
た
め
に
は
、
団
体
が

法
律
的
に
も
こ
れ
ら
の
特
徴
を
有
す
る
理
由
、
即
ち
、
団
体
が
法
律
上
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
る
た
め
に
か
か
る
特
徴
を
有
す
る
に
至
る
の
か
を
、

先
ず
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
鈴
木
・
前
掲
論
文
六
一
一
頁
以
下
参
照
。
鈴
木
教
授
は
、
社
団
と
組
合
と
の
法
律
上
(
教
授
の
所
謂
形
式
上
)
の
差
別
を
、
団
体
に
お
け
る
構
成
員
の
結
合

関
係
の
面
に
認
め
ら
れ
(
も
っ
と
も
、
構
成
員
が
団
体
財
産
に
対
し
て
有
す
る
持
分
の
質
的
差
異
を
も
指
摘
さ
れ
る
。
前
掲
論
文
六
三
頁
)
、
組
合
に
お

い
て
は
構
成
員
の
結
合
は
契
約
関
係
に
よ
り
、
全
組
合
員
相
互
間
の
法
律
関
係
が
存
在
す
る
が
、
社
団
に
お
い
て
は
、
構
成
員
の
結
合
は
社
員
関
係
に
よ

り
、
社
団
対
社
員
の
法
律
関
係
が
在
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
社
団
に
お
い
て
は
、
組
合
に
お
け
る
よ
り
も
、
構
成
員
の
結
合
関
係
の
法
的
処
理

の
函
で
よ
り
簡
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
団
体
が
社
団
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
ツ
て
そ
の
処
理
が
簡
易
に
な
る
法
律
関
係
は
、
単
に
団
体

の
内
部
構
成
た
る
構
成
員
の
結
合
関
係
の
面
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
人
格
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
対
外
的
な
活
動
関
係
の
商
に
お

い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
義
務
の
帰
属
の
函
に
お
い
て
も
、
法
律
相
関
係
の
処
理
を
簡
易
に
す
る
た
め
に
社
団
は
組
合
よ
り
も
進
ん
だ
法
的
形

態
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
な
お
、
西
原
教
授
は
、
社
団
と
組
合
と
を
区
別
す
る
に
当
り
、
内
部
的
結
合
関
係
の
面
と
共
に
対
外
的
活
動
関
品
開
の

面
及
び
構
成
員
の
責
任
の
面
を
も
重
視
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
前
掲
論
文
四
四
頁
及
び
五
九
頁
)
。

問

0
・〈

-
C
E円
r
P
C
B
S
E
E
n
-
g
z
p
g
H
F
ω
-
N
ω
戸
ZOEZnroHum・
p-pwω
・印

E・
8
・
ω
R
E
p
m
m・
o
-
v
ω
-
A
S
山
本
・
前
掲
論
文
法

協
六
ご
巻
一
一
一
号
一
一
九
四
頁
。
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株式会社不成立の場合における発起人の責任

附

z
o
c
r
o口}自
H
w
m
・
2
・
。

-uω
・
忌
・
西
原
・
前
掲
論
文
七
六
頁
。
団
体
が
法
律
的
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
団
体
設
立
者
の
意
思
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
団
体
の
組
織
法
が
、
法
に
よ
ワ
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
服
部
・
前
掲
論
文
九

O
頁
以
下
参
照
)
。
従
っ
て
、
設

立
者
が
、
団
体
の
社
会
的
実
態
を
離
れ
て
、
団
体
を
法
律
上
は
社
団
と
し
て
組
織
し
、
法
に
よ
っ
て
そ
の
組
織
法
が
価
値
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
限
わ
り
で

設
立
者
は
団
体
の
法
律
上
の
形
態
に
つ
き
自
由
な
選
択
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

間
鈴
木
・
前
掲
論
文
六
四
頁
。
西
原
教
授
も
法
人
概
念
と
共
に
団
体
概
念
の
技
術
性
を
認
め
ら
れ
る
(
前
掲
論
文
四
三
頁
)
。

川
聞
も
ワ
と
も
、
す
べ
て
の
法
律
関
係
は
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
と
に
よ
り
始
め
て
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

注
ら
ば
、
す
べ
て
擬
制
的
な
も
の
と
い
う
ζ

と
が
で
き
る
。

刷

本

稿

ご

O
O頁
参
照
。

制
鈴
木
・
前
掲
論
文
六
四
頁
、
西
原
・
前
掲
論
文
七
六
頁
。
松
田
博
士
も
、
構
成
員
が
少
な
く
、
実
質
的
に
は
組
合
で
あ
っ
て
も
、
法
技
術
に
よ
り
こ
れ

に
社
団
性
を
賦
与
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
本
稿

=
oコ
頁
註
附
参
照
。

間

0
・〈
-
C
R
r
p
〈
白
色
ロ
刊

c
r
E
H
N
R
r
z
E
E四日
S
F
ω
・
呂
町
-w
図。

E
r
2
m
n
H
w
p
F
0・w
∞-
N
0・
も
っ
と
も
、
松
田
博
士
は
構
成
員
の
多
少
は
社

会
学
的
考
察
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
単
に
こ
れ
を
も
っ
て
組
合
と
社
団
と
を
区
別
す
る
概
念
上
の
標
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
契
約
的
結
合
の
有
無
に
よ

ワ
て
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
質
的
差
異
の
よ
っ
て
生
ず
る
所
以
は
、
こ
れ
を
社
会
学
上
に
お
け
る
数
の
作
用
に
よ
り
理
解
す
べ
き
で
あ
る

と
し
て
(
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
二
一
七
頁
)
、
社
会
学
上
の
区
別
と
法
律
上
の
区
別
と
を
分
け
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
構
成
員
数
小
な

る
為
、
ぞ
れ
が
契
約
的
関
係
に
よ
り
て
結
合
し
得
る
限
り
、
そ
こ
に
組
合
的
形
態
を
生
じ
」
る
も
の
と
す
る
か
ら
(
同
書
一
ご
三
頁
)
、
「
立
法
技
術
に
よ
る

一
時
的
の
擬
制
」
が
存
し
な
い
限
り
(
同
書
ご
六
七
頁
)
、
「
構
成
員
の
多
少
な
る
数
量
の
差
異
は
質
的
変
化
を
伴
ひ
、
こ
訟
に
組
合
と
社
団
て
ふ
相
対
立

す
る
法
律
形
態
を
生
ぜ
し
む
る
」
乙
と
に
な
り
ハ
問
書
一
一
一
一
一
頁
)
、
結
局
、
構
成
員
の
多
少
を
も
っ
て
法
律
的
に
も
組
合
と
社
団
と
を
区
別
す
る
に
め

の
基
準
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

社
団
性
と
法
主
体
性

法
人
概
念
と
団
体
概
念
と
を
区
別
す
る
と
き
は

一
般
に
、
法
人
格
と
は
法
主
体
性
即
ち
権
利
義
務
の
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帰
属
主
体
た
る
能
力
(
権
利
能
力
)
と
解
さ
れ
、
従
っ
て
法
人
格
を
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
社
団
は
、

ま
さ
に
権
利
能
力
を
有
し
な
い
社
団
と

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
設
立
中
の
会
社
の
場
合
の
よ
う
に
、
未
だ
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
社
団
で
は
あ
る
が
、

な
お
こ
れ

κ不
完
全
な
法
人
格
を
認
め
る
べ
き
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
む
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ

解
さ
れ
て
い
る
。



説

う
に
、
権
利
義
務
の
帰
属
関
係
を
実
質
的
と
形
式
的
と
に
区
別
し
て
、
権
利
義
務
は
実
質
的
に
は
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
が
形
式
的

に
は
そ
の
代
表
者
た
る
発
起
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
、
設
立
中
の
会
社
に
認
め
ら
る
べ
き
不
完
全
な
法
人
格
と
は
、
結
局
、
実
質
的
権
利

論

能
力
を
意
味
す
る
も
の
と
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
権
利
能
力
を
実
質
的
と
形
式
的
と
に
区
別
し
て
権
利
義
務

を
相
対
的
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
賛
成
し
得
な
い
。

さ
ら
に
別
な
考
え
方
と
し
て
、
社
団
が
権
利
能
力
を
有
し

な
い
場
合
に
は
、
権
利
義
務
は
社
団
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
に
信
託
的
に
帰
属
す
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
信
託
関
係
と
言
う
言
葉
を

比
喰
的
に
解
す
る
と
し
て
も
、
信
託
関
係
を
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
た
だ
問
題
を
複
雑
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
団
が
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
と
れ
に
法
律
上
不
完
全
な
法
人
格

を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
社
団
法
人
の
有
す
る
そ
れ
と
比
較
し
て
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
も
、

や
は
り
所
謂
形
式
的

権
利
能
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

繰
返
し
て
い
え
ば
、
私
は
設
立
中
の
会
社
が
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

こ
れ
に
不
完
全
な
法
人
格
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
主
張
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味
は
、
設
立
中
の
会
社
の
有
す
る
社
団
性
自
体
の
う
ち
に
法
主
体
性
が
内
在
し
て

い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
実
定
法
上
明
文
を
も
っ
て
法
人
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
法
主
体
性
は
賦
与
さ
れ

て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
、
社
団
性
自
体
の
う
ち
に
法
主
体
性
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
認
め
れ
る
と
す
れ
ば
、

法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
が
実
定
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
社
団
が
法
人
格
を
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘

ら
ず
、
法
主
体
性
を
有
す
る
こ
と
が
実
定
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
の
よ
う
に
法
人
格
の
有
無
に

拘
ら
ず
社
団
は
法
主
体
性
を
有
す
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
は
、

そ
れ
は
結
局
法
人
の
自
由
設
立
主
義
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人

か
ら
独
立
し
た
法
主
体
を
自
由
に
創
造
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
取
引
の
相
手
方
は
不
測
の
損
害
を
蒙
る
乙
と
に
な
る
と
す
る
反
対
が
生
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じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
人
格
を
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
社
団
の
有
す
る
法
主
体
性
は
社
団
法
人
の
そ
れ
よ
り
も
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ

て
、
右
の
考
え
は
社
団
法
人
を
自
由
に
設
立
し
得
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
と
も
に
、

そ
の
反
面
、
取
引
の
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め

に
社
団
の
法
主
体
性
を
否
定
す
る
必
要
も
存
し
な
い
。
私
は
、

法
人
格
を
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
社
団
の
有
す
る
法
主
体
性
が
ど
の
よ
う
な

点
で
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
は
、
取
引
の
相
手
方
が
陥
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険
も
除
去
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
き
に
、

私
は
、
国
が
社
団
に
法
人
格
を
明
認
す
る
こ
と
の
意
義
は
、

私
法
上
は
社
団
の
一
法
主
体

と
し
て
の
存
在
を
権
威
的
に

(
E
Z
H
5江
戸
、
)
確
定
し
、
社
団
が
既
に
有
し
て
い
る
法
主
体
性
を
拡
張
し
て
こ
れ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
こ

と
に
存
す
る
も
の
と
考
え
れ
戸
従
っ
て
、
法
人
格
と
は
団
体
の
対
外
関
係
に
お
け
る
法
律
関
係
を
処
理
す
る
た
め
の
法
技
術
的
形
式
で
あ

る
と
解
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
、
単
に
、
既
存
の
か
か
る
形
式
を
よ
り
簡
明
な
、
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
の
形
式
に
す
ぎ
な
い

株式会社不成立の場合における発起人の責任

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
本
稿
一
一
九
頁
、
一
九
八
頁
及
び
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

凶
本
稿
ご
一
一
一
頁
参
照
。

同
末
弘
・
前
掲
労
働
組
合
法
論
一
ご
五
頁
、
鈴
木
・
前
掲
論
文
六
九
頁
、
山
本
「
生
成
過
程
に
於
け
る
会
社
の
活
動
及
び
其
の
限
界
」
法
協
六
三
巻
一
一
号

一
四
一
頁
。
し
か
し
信
託
関
係
は
所
謁
形
式
的
権
利
能
力
を
有
す
る
者
の
聞
に
し
か
成
立
し
得
な
い
。
川
島
教
授
は
、
社
団
財
産
は
社
員
の
合
有
に
帰
し

業
務
執
行
機
関
た
る
理
事
が
管
理
す
る
社
団
財
産
は
、
社
員
か
ら
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
(
民
法
伺
一
一
八
九
頁
以
下
)
。
し
か
じ
次
節
で

述
べ
る
よ
う
に
、
組
合
の
場
合
と
異
な
り
、
社
団
財
産
は
社
員
に
直
接
的
に
帰
属
す
る
も
の
は
解
し
得
な
い
。

凶

Z
E
Z
n
r巾
♂
白
・
白
・

9uω
・
ぉ
・

同
兼
子
「
破
産
財
団
の
主
体
性
」
民
事
法
研
究
第
一
巻
所
収
、
特
に
四
六
八
頁
以
下
、
池
原
・
判
例
民
事
法
昭
和
十
八
年
度
四
九
事
件
評
釈
一
一
一
四
頁
以

下
参
照
。

附

0
・ぐ

-
Q
R
r
p
の
め
ロ

2
2
5
n
r民
主

Z
D円
r
u
ω
-
g、
邑

ロ

芯

γ
Z
2
r
o
n
r
m♂
同
・
白
・

0
・uω-M品
・
松
田
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
ご
六
二
良
以
下
、
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説

来
相
「
法
律
家
」
民
一
挙
法
の
諮
問
題
末
川
先
生
還
暦
記
念
ご
四
ご
頁
o

m
z
E
Z
n
r
m♂
同

-
P
C
-
w
∞-
S・

川
問
。
・
〈
・
の
お
同

r9m-
問
。
.
、

ω-a同
-
z・
4
山町・

間
鈴
木
・
前
掲
論
文
六
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
一

O
頁。
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PROMOTER'S LIABILITIES IN CASE OF FAILURE 

OF lNCORPORATION (pp. 47-96) 

-Reconsideration of promoter's legal positionー

y oshimichi HlRAIDE 
Asst. Prof. of Commercial Law 
The University of Hokkaido 
Faculty of Law 

CHAPTER 1. PREVIOUS THEORIES CONCERNING 
PROMOTER'S LEGAL POSITION 

1. Individualistic theories 

Many theories about promoter's legal positions have been 

published especially in Germany. The main objectives of them are 

to clarify the legal relations between promoters and a corporation 

which they are going to incorporate; in other words， how the 
rights and obligations to subscribers for shares and to other third 

parties， which are caused by promoters in order to create a corpo・

ration， should belong to a corporation after it is incorporated. These 
theories are generally' classified into two groups of individualistic 

theories， which do not recognize the legal existence of “corporation 
coming into existence" (entstehende oder werdende Aktiengesell-

schaft)， and organic theories， which recognize such existence. Those 
which belong to the first group， are theories which use the ideas of 
agency， management without mandate， contract for a third party， 
legal acquisition， constructive transfer， legal succession and so on. 
Even these individualistic theories， of course， recognized that 

a corporation was not suddenly born only by registration， and tried 

to consider procedures of incorporation as a growing process. For 

example， they recognized the existence of partnership (BGB Gesell-
schaft) among promoters or among subscribers for shares， the purpose 
of which was to found a corporation. But these partnerships existed 

separately from a corporation which was going to be incorporated 

and its “former self" (Vorleben) was not recognized by them. 

Some of them construed that， though the existence of corporation 
was not recognized by the public before its registration， a corpo・
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ration e百ectuallyexisted as an “aggregate body" (恥1ehrheitsverband)，
which was an inperfect legal person， among the internal parties 

after it was organized (errichtet) even before it was registered. 

Nevertheless， they did not recognize the identity between such an 
association which existed among the internal parties， and a corpo-
ration which was incorporated through registration， and they con司

strued the latter as the former's successor (Rechtsnachfolgerin). 

1n Japan， many theories have been also published under the 
influence of German theories. At first， the theory which used the 

idea of contract for a third party， and then the theory which used 

the idea of legal acquisition， became prevailing. They also 

recognized only the existence of promoters' partnership but not the 

existence of former・selfof corporation. 

According to these theories， it was quite natural that only 
promoters should be liable and expenses of incorporation should be 

only at their charge in case of failure of incorporation， because all 

rights and obligations to subscribers for shares and to other third 

parties， which had been caused by promoters in order to promote 
incorporation， had belonged to nobody but promoters. Therefore， 

in Germany， almost nothing was mentioned about legal relations 
in case of fai1ure of incorporation， but that subscribers for shares 
did not have to meet the charge for expenses of incorporation. 1n 

Japan， the Art. 194 of the Commercial Code was construed as 

providing a matter of course， and the Sec. 1 of the same article 

was estimated as significant in providing that promoters should be 

liable jointly and severally and the Sec. 2 as making it clear that 

subscribers for shares should not meet the charge for expenses of 
mcorporatlOn. 

Thus， these theories tried to explain how the rights and oblig. 

ations which were caused by promoters in order to create a corpo・

ration， should belong to a corporation after it was incorporated， by 

using the existing ideas which were generally used to construct 

legal relations between individual persons. But they were not 

conformable to the intentions of parties， and failed to explain all 
problems without inconsistency. 

11. Organic theories 

On the contrary to those individualistic theories， Otto von 
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Gierke contemplated procedures of incorporation as a growing 

process from a systematic and organic point of view， and recognized 
the existence of fOrme7・selfof corporation， in other words， the 
existence of embryo of corporation before its incorporation. He 

regarded this as a “corporation without legal personality" (Verein 
ohne Rechtsfahigkeit). Karl Lehmann maintained his opinion that 

promoters had not only the position of founder of corporation but 

also the position of organ of corpor，αtion coming into existence 

which was identical with the corporation after its incorporation. 

And he emphasized that all rights and obligations which were 

acquired by promoters within their authorities， naturally belonged 

to the corporation after its incorporation without transference. This 

“identity theory" (Identitatstheorie) has been the prevailing OpmlOn 
in Germany. 

In France， Edmond E. Thaller had an OplillOn that the nucleus 
of corporation was formed by subscription for a part of shares， 
which grew into a perfect corporation through subsequent partici-

pation of many subscribers， and it had an “internal legal personality" 
(personalite morale int仕ieure)from the beginning. However， he 

did not regard promoters as its organs but as managers without 

mandate who should work in order to incorporate it for subscribers. 

Georges Ripert also recognized the existence of corporation coming 
into existence which had a certain legal personality， before its 

incorporation， and regarded promoters as its organs. And he 

emphasized that promoters made contracts which were necessary to 

create a corporation， under the name of corlうorationcoming into 

existence， and all rights and obligations which were caused by these 
contracts， belonged to such a corporation. 

In Japan， Kotaro Tanaka tried to construct a theory which was 
based on the real situation. He also recognized the legal existence 

of corporation coming into existence as a coゆoratz・onwitho叫

んgalpersonality， and regarded promoters as its executive organs. 

According to his theory which was fundamentally the same as the 

German prevailing opinion， all rights and obligations which were 

acquired by promoters within their authorities， belonged to a co中0・

ration coming into existence， and so they naturally belonged to 
the corporation after its incorporation without succession nor trans-
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ference. This was an epoch-making theory and has been the 

prevailing opmlOn in Japan. 1 fundamentally agree with him. 

According to K. Tanaka's theory， however， the existence of 

corporation comillg into existence was recognized only when it 

could be incorporated. When it failed to be incorporated， its ex-

istence was legally denied retroactively to the beginning， as if a dead 
embryo was born. Therefore， promoters lost their positions as its 

organ， and all rights and obligations which had been caused by 
promoters in order to create the corporation， belonged to nobody 
but individual promoters. 

O. v. Gierke also maintained that， when a positive law allowed 
a corporation to be a legal person on condition that certain require-

ments should be satisfied， the existence of such a corporation should 
be denied if it did not satisfy the requirements. He further asserted 

that the existence of former・selfof corporation was worthy to be 

recognized only when it could be incorporated; and when it failed 

to be incorporated， it was in vain. G. Ripert also admitted that， 

in case of failure of incorporation， a COlアorationcoming into 
e.xistence was not to exist at all and promoters should be personally 

liable for contracts which they made under the name of such a 
corporatlOn. 

However， once the legal existence of coゆoratiollcoming into 

exIstence is really recognized， the existence should not be contingent 

on its incorporation. Of course， as Ludwig Homberger emphasizes， 
since the prime purpose of such a corporation is to be incorporated， 
it is no longer worthy to exist in case of failure of its incorpo-

ration， but the existence should not be retroactively denied. 1n this 
case， such a corporation should be dissolved because of the impossi-
bility of accomplishing its purpose， and promoters who are its 
executive organs should become its liquidators and pay its debts to 

its creditors and then distribute the remaining assets among the 

subscribers for shares. Since the subscribers are its members， its 

creditors ought to have the right to receive payment in preference 

to them. Thus， the existence of coゆorationcoming into existence 

should be recognized and promoters should be regardecl as its organs， 
irrespective as to whether it woulcl be incorporated or not， and it 

shoulcl be liable for its clebts with its asstes. 
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But if promoters should not be authorized， as K. Lehmann 
asserts， to do transactions which are practically necessary but not 
required by law for incorporation， a corアorationcoming into ex-
istence can not be indebted by promoters' transactions against third 

parties， and we do not have to worry about the problem of pro明

tection of its乙reditors，that is， there is no important difference in 

conclusion between the theory that it should be dissolved and 

liquidated and the theory that its existence should be retroactively 
disregarded， in case of failure of its incorporation. Promoters' 

authorities， however should not be limited to the transactions which 

are required to do by law but should cover all transactions including 

those of renting an 0伍ce，employing secretaries， ordering to print 

share subscription forms etc.， which are practically necessary to 
bring up a corporation into existence. 

If a corlりoratz・oncoming into existence should be construed as 
a partnership (BGB Gesellschaft) and its members should be person-

ally liable for its obligations against its creditors， there is also no 
problem of protection of its creditors. But a corporation before 

its incorporation is a “Verein" as it is after its incorporation. Even 

though a C01アorationcoming into existence has no legal person-
ality， it should not be construed as a BGB GeseUschaft in Japan 

where we do not have such a provision as the Art. 54 of BGB in 
Germany. 

If it can not have a legal ability until its incorporation， while 
it is construed as Verein， it is of no use to construct that a 

coゆorationcoming into existence is dissolved in case of failure of 

its incorporation， since rights and obligations can legally not belong 

to itself. The identity theory， however， should presuppose that it 
has a legal abi]jty. Although it has no legal persona1ity， so far as 
its legal existence as Verein is recognized by our positive law， it 

should have a legal ability， even if imperfect， to have its own 

rights and obligations， and such a Verein is dissolved in case of 
failure of its incorporation. 

Along with this organic construction of promoters' position， 
the other individualistic position should not be disregarded. ¥Vhen 

they fail to incorporate a corporation， they should meet the charge 
of a11 expenses of incorporation in order that the expenses should 
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not be at charge of subscribers for shares and that the full amount 

of payment for sh訂esshould be refunded to them， because it is 

promoters' business to organize a corporation and they undertake 

to do it at their own risk for subscribers for shares. 

According to the prevailing opinion in Japan， when a corpo・

ration is incorporated， its promoters are not liable for its obligations 
which are caused by them as its executive organs within their 

authorities. Of course， an organ of corporation is usually not liable 
for an obligation of the corporation in the same way as an agent 

is not liable for an obligation of his principal. During the process 

of incorporation， however， the public can not know whether and 
on what scale a coゆorationcoming into existence wi1l be incorpo-

rated. Therefore， we should realize that its promoters， besides 
itself， should be liable for its obligations to its creditors who transact 
with it in such a stage through its promoters. 

Thus， a promoter has such a double position. A transaction 

which is done by him， has a double effect because of his double 

function. Only by this dualism， all problems which may arise 
during the process of incorporation may be clearly explained without 

inconsistency， and all rights and liabilities of every party may be 
properly established to their satisfaction. 

CHAPTER II. LEGAL NATURE OF CORPORATION 
COMING INTO EXJSTENCE 

1. Introductory 

Formerly， associations were used to be classi五ed into two 

groups of partnership (BGB Gesellschaft) and of corporation with 

legal personality (Korperschaft od. Verein mit Rechtsfahigkeit). In 

order to examine the nature of association， however， we have to 

distinguish the nature of association itself from the qualification of 

legal personality which may be obtained by some associations. So 

far as the nature of association itself is concerned， associations 

should be classi五edinto two groups of BGB Gesellschaft and of 
Verein irrespecti ve of i ts legal personali ty . 

From the sociological point of view， an association which is 
organized by few members， is regarded as a BGB Gesellschaft， 
while one which is organized by many members， as a Verein. When 
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we examine the lagal nature of association， however， we have to 
distinguish the legal study of association from the sociological study 

of it， and its legal characteristics from its sociological ones. There-
fore， the legal nature of association should be judged according to 
the way how it is legally organized， irrespectively of its sociological 
characteristic， like the number of its members. 
If it is theoretically inevitable to presuppose its legal ability 

(Rechtsfahigkeit) in order to organize an association as Verein， a 
Verein must theoretically have a legal ability even if it has no legal 

personality and such a legal ability must be not quite the same as 

a traditional legal personality. And if a Verein without legal person-

ality is recognized to exist by the positive law， such a Verein must 
be recognized to h.we a legal ability by the positive law and the 

real nature and function of a traditional concept of legal personality 

should be reexamined under the present positive law. 
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